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東西約50㎞の日本一細長い佐田岬半島。
四国最西端の岬には高さ18mの白い灯台
が目印。見晴らしが良く、天気のいい日には
九州の佐賀関も見えます。瀬戸内海国立
公園の一部です。
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Guarantee Informationお知らせ

セーフティネット保証５号を利用されたお客様の業況報告書の提出時期です

年末の保証相談・保証申込について

　平成 ２３ 年 ６ 月 １ 日以降の申込受付分で、セーフティネット保証５号の保証を利用された中小企業者の方
へモニタリングを実施していただき、報告書を提出していただく時期です。　
　各金融機関へは既に対象となるお客様のリストをお送りしておりますが、モニタリングを実施していた
だき、訪問記録等の業況報告書を提出いただくようお願いいたします。

　▶　対象先
　　　平成 ２３ 年 ６ 月 １ 日以降の保証申込受付分で、セーフティネット保証５号を利用された方
　　　但し、保証金額が １，２５０ 万円以下、保証期間が １ 年以内は対象外

　▶　今回の対象
　　　平成 ２３ 年 ６ 月 １ 日以降保証申込～平成 ２６ 年 ３ 月 ３１ 日までに融資実行し、現時点で保証残高が
　　　ある方が対象

　▶　モニタリング期間と業況報告書の提出期限
　　　

　　　※対象となる保証が完済するまで、半年に一度業況報告書を提出する必要があります。

　▶　業況報告書の提出先
　　　本・支所担当部署（松山事業部、新居浜・今治・八幡浜・宇和島支所）

　これから年末にかけて、保証相談・保証申込が増加し、各担当窓口が混雑することが予想されます。
　当協会では、迅速な保証審査・手続きに努めることとしますが、年内に必要となる資金をご希望の方は、
お早めにご相談・お申込みいただきますようお願い申し上げます。
　なお、年末年始の営業日は以下の通りとなっています。

営業終了日：平成 ２６ 年 １２ 月 ２９ 日（月）

営業開始日：平成 ２７ 年 １ 月 ５ 日（月）

モニタリング期間 業況報告書の提出期限

毎年 ４ 月～ ９ 月 １０ 月～ １１ 月末迄　（今回の対象）

毎年 １０ 月～ ３ 月 ４ 月～　５ 月末迄



2

信用保証 Q & A

　よくお問い合わせのある、保証付融資に関するご質問を、Q ＆ A 形式でご紹介しています。
　今回は保証の対象となる法人の組織形態に係るご質問をまとめました。
　実務の参考としてお役立て下さい。

Q１　社会福祉法人は保証の対象となりますか？

A１　保証の対象となる中小企業者は、「個人」「会社」「組合」「その他の法人」としており、
社会福祉法人は、「その他の法人」に含まれます。
その他の法人については、医業を主たる事業として行っている場合であって、常
時使用する従業員数が ３００ 人以下のものに限り保証の対象となります。
なお、ここでいう「医業」の範囲については、日本標準産業分類上の「病院」、「一
般診療所」、「歯科診療所」、「獣医業」、「介護老人保健施設」となります。

Q２　一般財団法人、一般社団法人は保証の対象となりますか？

A２　この２法人についても、A １の「その他の法人」に該当し、医業を主たる事業と
して行っている場合は対象となります。

　　　また、この他にも、一定の要件を満たす場合は、一部の保険特例措置において中
小企業者とみなし、保証の対象となる場合があります。

Q３　保証の対象となる「会社」にはどのような組織が含まれますか？

A３　株式会社（特例有限会社含む）、合名会社、合資会社、合同会社に加え、監査法
人、特許業務法人、弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、
土地家屋調査士法人及び行政書士法人も含まれます。

Q４　農業生産法人は中小企業者としての資格を有しますか？

A４　農業生産法人には、農事組合法人と会社組織の形態があります。
農事組合法人の場合は、中小企業者（中小企業信用保険法第 ２ 条第 １ 項各号）に
該当しないことから、特定事業（保証対象業種）を営んでいても中小企業者の資
格を有しません。
会社組織の場合は、特定事業を営み、資本金又は従業員数を満たせば中小企業者
の資格を有します。
ただし、農業等の非特定事業に係る資金使途は保証の対象外となるため、留意し
てください。
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保証状況

保証承諾は前年同月金額比 80.8％
保証債務残高は ２,03７ 億円に

　平成 ２６ 年 １０ 月の保証承諾は、件数 ５０５ 件（前年同月比 １０６.１%）、金額 ４，５２8 百万円（同 8０.8%）と、
件数は前年実績を上回り、金額は前年実績を下回った。
　また、１０ 月末での保証承諾（累計）は、件数 ４，６２６ 件（前年同月比 １０６.０%）、金額 ４8，６０４ 百万円（同
88.９%）と、件数は前年実績を上回り、金額は前年実績を下回っている。
　平成 ２６ 年 １０ 月末での保証債務残高は、件数 ２４，7３５ 件（前年同月比 ９９.６%）、金額 ２０３，６５４ 百万円（同
９５.１%）と、件数・金額ともに前年実績を下回っている。

� 金融機関群別
　金融機関群別保証承諾額における構成比は、地銀 ６３.０%、第二地銀 ２１.６%、信用金庫 １５.１%となった。
　対前年同月金額比は、信用金庫（１４7.６%）は、前年実績を上回り、地銀（8３.１％）、第二地銀（５8.8％）
は、前年実績を下回った。
� 業種別
　業種別保証承諾額における構成比は、建設業 ２４.8%、製造業 １９.０%、卸売業 １7.３％、小売業 １４.４％と
続いた。
　対前年同月金額比は、不動産業（２００.２％）、飲食店（１４０.４％）、運送倉庫業（１１３.０％）と続いた。
� 保証制度別（※別枠保証には、県・市町制度の特例併用分を含む）
　制度別保証承諾額における構成比は、一般保証 ４６.7%、県単制度 ２４.０％、市町制度 １９.０％、別枠保証
１０.３%と続いた。
　なお、協会商品構成比は、優良ランク保証Ⅱ ２５.7％、中小企業金融円滑化保証（スムーズ 8０００）
１９.５%、優良ランク保証 ２.7％となった。
　対前年同月金額比は、一般保証（１５６.３％）、市町制度（１５５.３％）は前年実績を上回り、県単制度（7３.7％）、
別枠保証（２１.２%）は前年実績を下回った。
� 金額別
　金額別保証承諾額における構成比は、１，０００ 万円超 ３，０００ 万円以下 ４０.8%、１，０００ 万円以下 ３５.３％、 
３，０００ 万円超 ５，０００ 万円以下 １５.8%、５，０００ 万円超 8，０００ 万円以下 8.１%と続いた。
　また、１ 件あたりの平均保証金額は 8９7 万円（前年同月比 7６.１%）であった。
� 期間別
　期間別保証承諾額における構成比は、４ 年超 ５ 年以下 ４１.５%、５ 年超 7 年以下 ２２.8%、7 年超 １０ 年以下
１５.４%、１ 年以下 ９.６%と続いた。
　また、１ 件あたりの平均保証期間は ６０ カ月（前年同月比 ９8.９%）であった。

今月の保証概況（平成 ２６ 年 １0 月）

区　　分
当　　　月　　　中 当　　　月　　　末

件　数 金　額
対前年同月比（％）

件　数 金　額
対前年同月比（％）

件　数 金　額 件　数 金　額
保 証 申 込 543 4,974,262 103.43 82.74 4,787 50,052,801 106.43 88.81 

保 証 承 諾 505 4,528,212 106.09 80.77 4,626 48,604,241 106.03 88.88 

保証債務残高 ―― ―― ―― ―― 24,735 203,653,963 99.57 95.12 

代 位 弁 済 13 102,677 72.22 261.05 165 1,330,088 68.75 72.01 

（単位：千円）

実　　績

保　　証
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　平成 ２６ 年 １０ 月の回収は 7５ 百万円、うちサービサー回収分は ９ 百万円（構成比 １１.8%）となった。
　また、１０ 月末の回収（累計）のうち定期回収が １６５ 百万円（構成比 ３４.8%）、不定期回収が １５7 百万円 

（同 ３３.０％）、競売・任意処分が １５３ 百万円（同 ３２.２%）となっている。

区　　分
当月中 構成比

（％）
当月末 構成比

（％）金　額 金　額
回　　収 74,674 ─ 475,094 ─

うちサービサー回収 8,796 11.78 143,334 30.17

（単位：千円）

　平成 ２６ 年 １０ 月の事故報告受付は、件数 ４２ 件（前年同月比 １０５.０%）、金額 ５１8 百万円（同 １５8.９%）と、
件数・金額ともに前年実績を上回った。
　また、１０ 月末での事故報告残高は、件数 １６４ 件（前年同月比 7２.３%）、金額 １，１６8 百万円（同 7４.０%）と、
件数・金額ともに前年実績を下回った。
　平成 ２６ 年 １０ 月の事故受付内容別構成比は、分割返済不履行 ６３.０％、保証人事故 １7.４%、債務整理委任
９.９％と続いた。

当　　　月　　　中 当　　　月　　　末
事故報告受付 前年同月比（％） 事故報告残 前年同月比（％）

件　数 金　額 件　数 金　額 件　数 金　額 件　数 金　額
42 518,082 105.00 158.94 164 1,168,118 72.25 73.98

（単位：千円）

事　　故

回　　収

� 使途別
　使途別保証承諾額における構成比は、運転資金が ９６.３%を占め、次いで設備資金 １.９%、運転・設備資
金 １.8%となった。

代位弁済
　平成 ２６ 年 １０ 月の代位弁済は、件数 １３ 件（前年同月比 7２.２%）と前年実績を下回り、金額 １０３ 百万円 

（同 ２６１.１％）は前年実績を上回った。
　また、１０ 月末での代位弁済（累計）は、件数 １６５ 件（前年同月比 ６8.8%）、金額 １，３３０ 百万円（同 7２.０%）と、
件数・金額ともに前年実績を下回った。

� 原因別
　平成 ２６ 年 １０ 月の原因別代位弁済額における構成比は、商況不振 87.１%、災害事故その他 8.7％、競争
激化等 ３.６％と続いた。
　１０ 月末の原因別代位弁済額（累計）における構成比は、商況不振 8６.５%、競争激化等 ６.２％、災害事故
その他 ４.8％と続いた。
　対前年同月末金額比は、災害事故その他（２２１.０％）、商況不振（7５.０%）、競争激化等（５３.４％）であった。

� 業種別
　平成 ２６ 年 １０ 月の業種別代位弁済額における構成比は製造業 7２.５％、卸売業 １１.３％、建設業 8.５％、小
売業 7.６％と続いた。
　１０ 月末の業種別代位弁済額（累計）における構成比は、製造業 ２６.４%、卸売業 １8.7%、建設業 １8.7％、
小売業 １５.２％と続いた。
　対前年同月末金額比は、運送倉庫業（１４６.２％）、製造業（１１8.４％）、卸売業（１１２.９％）となった。
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保証状況

推移グラフ
� 保証承諾

� 債務残高

� 事故報告受付

� 代位弁済

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

４ 月 ５ 月 ６ 月 7 月 8 月 ９ 月 １０ 月 １１ 月 １２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月
H２５・４ 月～ H２６・３ 月 ４,8５４,９００ 7,１88,４００ 8,５３8,０２7 8,２４１,１９０ ５,7４０,１９３ １４,５１９,２２8 ５,６０６,１００ ６,０３９,87６ 8,３５３,8９９ ３,7０９,６０５ ５,４０２,１２５ １２,１５２,５００
H２６・４ 月～ H２６・１０ 月 ４,３４４,8００ ４,５５7,５６０ ９,8９３,４３５ ９,０５６,8１０ ６,8２8,９7０ ９,３９４,４５４ ４,５２8,２１２

前年同月比（％） 8９.４９ ６３.４０ １１５.87 １０９.９０ １１8.９7 ６４.7０ 8０.77

４ 月 ５ 月 ６ 月 7 月 8 月 ９ 月 １０ 月 １１ 月 １２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月
H２５・４ 月～ H２６・３ 月 ２１６,88３,４３３ ２１３,４４５,１４２ ２１４,０１３,３９４ ２１２,４９４,３０7 ２１１,５０５,7５8 ２１３,６8２,６００ ２１４,０９8,６２２ ２１２,５０7,8６２ ２１１,7４１,8４６ ２０7,５０8,8２7 ２０５,６０１,３５５ ２０8,２５５,０8３
H２６・４ 月～ H２６・１０ 月 ２０５,887,６４２ ２０１,４４５,４１8 ２０２,１１５,１９６ ２０４,６２０,１77 ２０４,９7４,５7１ ２０４,６7３,５００ ２０３,６５３,９６３

前年同月比（％） ９４.９３ ９４.３8 ９４.４４ ９６.２９ ９６.９１ ９５.78 ９５.１２

４ 月 ５ 月 ６ 月 7 月 8 月 ９ 月 １０ 月 １１ 月 １２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月
H２５・４ 月～ H２６・３ 月 7９３,１６２ ４２９,３8２ １78,３３５ ３7６,２６7 ３００,２５２ ２００,００２ ３２５,９６９ ３8０,９００ ２６９,78４ ４１7,９１7 ９8,8４7 ３２９,２１９
H２６・４ 月～ H２６・１０ 月 ３９６,４６５ ３7４,２３５ ２２６,０３３ ２１５,４４０ ３０９,５２8 １２7,０３１ ５１8,０8２

前年同月比（％） ４９.９９ 87.１６ １２６.7５ ５7.２６ １０３.０９ ６３.５１ １５8.９４

４ 月 ５ 月 ６ 月 7 月 8 月 ９ 月 １０ 月 １１ 月 １２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月
H２５・４ 月～ H２６・３ 月 １３7,３０９ ３０５,４8１ ２９１,４３１ ４５7,４１９ ３６7,９９３ ２４8,０１１ ３９,３３２ ３９３,４１２ ２５３,77４ ２7５,３０３ １7６,５77 ５６１,88２
H２６・４ 月～ H２６・１０ 月 77,３５３ １５５,６６１ １４２,7１６ ２０６,０8９ ２５１,8２３ ３９３,77０ １０２,６77

前年同月比（％） ５６.３４ ５０.９６ ４8.９7 ４５.０５ ６8.４３ １５8.77 ２６１.０５

２００億円
１8０億円
１６０億円
１４０億円
１２０億円
１００億円
8０億円
６０億円
４０億円
２０億円

０

２５００億円

２４００億円

２３００億円

２２００億円

２１００億円

２０００億円

１９００億円

１２億円

１０億円

8億円

６億円

４億円

２億円

０

１０億円
９億円
8億円
7億円
６億円
５億円
４億円
３億円
２億円
１億円

０
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本・支所別・金融機関別保証状況

本・支所別保証状況　（平成 ２６ 年 １0 月分）

金融機関別保証状況　（平成 ２６ 年 １0 月分）

（単位：千円）

（単位：千円）

区　分

保　　証　　承　　諾 保 証 債 務 残 高 代　　位　　弁　　済
当　月　中 当　月　末 当　月　末 当　月　中 当　月　末

件数 金　額 件数 金　額 件数 金　額 件数 金　額 件数 金　額前年比
（％）

前年比
（％）

前年比
（％）

前年比
（％）

前年比
（％）

本 所 ２６２　 １，９２２，２１２　 ９２.００　 ２，４４０　 ２２，９３２，６０１　 ９１.8２　 １１，２8２　 ９０，8３7，９２１　 ９7.５４　 ５　 １7，６8５　 ９7.8０　 7２　 ６7２，９３６　 ９０.９５　
新 居 浜 １００　 １，１３６，２００　 ９６.０２　 ９２０　 １０，３２９，５６０　 87.１９　 ５，7６２　 ４8，8４7，２９５　 ９２.8３　 ２　 7１，１６8　 ５０３.４２　 ３１　 ３１２，６３8　 ５５.7５　
今 治 78　 7４３，４００　 ５６.６４　 ６7０　 8，３０９，６００　 8３.7３　 ３，６7３　 ３２，8６５，０４０　 ９２.２１　 １　 ４，１５９　 １7２.7０　 ２8　 １６９，０１６　 8２.7９　
八 幡 浜 ３３　 ３１５，４００　 ６６.５５　 ３２０　 ４，１９7，78０　 ９５.９４　 ２，００３　 １7，６４９，２９５　 ９６.１６　 ３　 ４，8６５　 ──── １7　 １２３，５４7　 ５９.０１　
宇 和 島 ３２　 ４１１，０００　 7５.１４　 ２7６　 ２，8３４，7００　 7９.５２　 ２，０１５　 １３，４５４，４１２　 ９３.7１　 ２　 ４，7９９　 １０２.０５　 １7　 ５１，９５２　 ３９.１１　
合 計 ５0５ 4,５２8,２１２ 80.７７ 4,６２６ 48,６04,２4１ 88.88 ２4,７3５ ２03,６５3,９６3 ９５.１２ １3 １0２,６７７ ２６１.0５ １６５ １,330,088 ７２.0１ 

保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高 代　　　位　　　弁　　　済
当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末 当　　月　　中 当　　月　　末

件数 金　額 件数 金　額 構成比 件数 金　額 構成比 件数 金　額 件数 金　額 構成比

銀
　
　
　
　
　
　
　
　
行

伊    予 ２０8　 ２，５３7，９５０　 １，7４２　 ２２，３２２，7９４　 ４５.９３　 １０，４１６　 １０２，５77，４8９　 ５０.３7　 １１ ９３，４０２ ５7 ５９１，8９０ ４４.５０　
四    国 ３　 8，０００　 ４０　 ５7９，５００　 １.１９　 ２９９　 ３，１５０，２０６　 １.５５　 ０ ０ ３ ９，１０7 ０.６8　
百 十 四 ３　 ２１，５００　 ４５　 ４４２，１００　 ０.９１　 ３8６　 ３，５8９，２６２　 １.7６　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
阿    波 ２　 ９，０００　 8　 １０９，０００　 ０.２２　 7４　 7２５，２９５　 ０.３６　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
広    島 １６　 ２６１，５００　 １６５　 ２，１２９，６５０　 ４.３8　 7３６　 7，９４０，１４４　 ３.９０　 ０ ０ ２ ３６，０４４ ２.7１　
中    国 ０　 ０　 ３　 ３２，０００　 ０.０7　 ４8　 ６7０，8６４　 ０.３３　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
山    口 ２　 １５，０００　 １５　 ２４２，５００　 ０.５０　 ６４　 １，０９０，8０５　 ０.５４　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
西 日 本 ０　 ０　 ０　 ０　 ０.００　 ３　 ２１，２２8　 ０.０１　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
み ず ほ ０　 ０　 ５　 １５３，０００　 ０.３１　 ２５　 ４87，7４６　 ０.２４　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
り そ な ０　 ０　 ０　 ０　 ０.００　 １　 ４４，１６９　 ０.０２　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
三 井 住 友 ０　 ０　 ０　 ０　 ０.００　 ２２　 ２２7，77６　 ０.１１　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
三 菱 東 京 １　 １０，０００　 ２　 ４０，０００　 ０.０8　 １５　 ２7９，９１５　 ０.１４　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
三井住友信託 ０　 ０　 ０　 ０　 ０.００　 ０　 ０　 ０.００　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
あ お ぞ ら ０　 ０　 ０　 ０　 ０.００　 ０　 ０　 ０.００　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
愛    媛 １０６　 ６8９，２６２　 １，２78　 １３，５６０，４５7　 ２7.９０　 ６，５６６　 ５０，６8５，３６8　 ２４.8９　 ２ ９，２7５ ５６ ４９7，8５５ ３7.４３　
香    川 １8　 １９7，９００　 １３６　 １，8０２，7５０　 ３.7１　 87３　 7，7４8，１０５　 ３.8０　 ０ ０ ２ ４，１7３ ０.３１　
高    知 7　 8１，１００　 ２8　 ２６９，7００　 ０.５５　 ２４６　 １，５7６，２６２　 ０.77　 ０ ０ ４ １１，０６１ ０.8３　
徳    島 ０　 ０　 ２０　 ３8５，０００　 ０.7９　 １２8　 １，１０7，7０４　 ０.５４　 ０ ０ ３ ５，６９４ ０.４３　
も み じ １　 １０，０００　 １　 １０，０００　 ０.０２　 １　 ２６8　 ０.００　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
小　　計 3６７ 3,84１,２１２ 3,488 4２,0７8,4５１ 8６.５７ １９,９03 １8１,９２２,６0５ 8９.33 １3 １0２,６７７ １２７ １,１５５,8２4 8６.９0 

信
用
金
庫

愛    媛 １２５　 ６２３，8００　 ９５２　 ５，３87，１００　 １１.０8　 ３，４１２　 １５，６５０，６０２　 7.６8　 ０ ０ ２8 １１２，４９６ 8.４６　
川 之 江 １　 ３，０００　 ２５　 ２１５，５００　 ０.４４　 １8０　 １，０8２，０２２　 ０.５３　 ０ ０ １ ４４，９４４ ３.３8　
東    予 7　 ４7，8００　 ５２　 ２7９，２５０　 ０.５7　 ４１５　 １，５５8，６１１　 ０.77　 ０ ０ ４ 8，7４６ ０.６６　
宇 和 島 ４　 １０，０００　 ９６　 ５３４，8００　 １.１０　 7４５　 ２，５５３，５１５　 １.２５　 ０ ０ ５ 8，０78 ０.６１　
信 金 中 金 ０　 ０　 ０　 ０　 ０.００　 ０　 ０　 ０.００　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
小　　計 １3７ ６84,６00 １,１２５ ６,4１６,６５0 １3.２0 4,７５２ ２0,844,７５0 １0.２4 0 0 38 １７4,２６4 １3.１0 

朝 銀 西 ０　 ０　 ０　 ０　 ０.００　 ０　 ０　 ０.００　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
県  信  連 ０　 ０　 ０　 ０　 ０.００　 ０　 ０　 ０.００　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
単 一 農 協 ０　 ０　 １　 ２，５００　 ０.０１　 ６　 １３，０２３　 ０.０１　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
県 信 漁 連 ０　 ０　 ０　 ０　 ０.００　 ０　 ０　 ０.００　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
農 林 中 金 ０　 ０　 ０　 ０　 ０.００　 ０　 ０　 ０.００　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
商 工 中 金 １　 ２，４００　 １２　 １０６，６４０　 ０.２２　 7４　 87３，５8６　 ０.４３　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
損 保 ・ 生 保 ０　 ０　 ０　 ０　 ０.００　 ０　 ０　 ０.００　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
労 働 金 庫 ０　 ０　 ０　 ０　 ０.００　 ０　 ０　 ０.００　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
そ  の  他 ０　 ０　 ０　 ０　 ０.００　 ０　 ０　 ０.００　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
小　　　計 １ ２,400 １3 １0９,１40 0.２２ 80 88６,６0９ 0.44 0 0 0 0 0.00 
合　　　　計 ５0５ 4,５２8,２１２ 4,６２６ 48,６04,２4１ １00.00 ２4,７3５ ２03,６５3,９６3 １00.00 １3 １0２,６７７ １６５ １,330,088 １00.00 
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保証状況業種別保証状況

業種別保証状況　（平成 ２６ 年 １0 月分） （単位：千円）

区　　　　　分
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高 代　　　位　　　弁　　　済

当　月　中 当　　月　　末 当　　月　　末 当　月　中 当　　月　　末
件数 金　額 件数 金　額 構成比 件数 金　額 構成比 件数 金　額 件数 金　額 構成比

製 造 業 7９ 8５９，５００ 7６５ １０，０２２，０４５ ２０.６２　 ４，２7５ ４５，５7６，２００ ２２.３8　 ３ 7４，４４7 ２8 ３５０，９４２ ２６.３8　
食 料 品 工 業 １３ １５8，０００ １０２ １，５５２，５０５ ３.１９　 ６２２ 7，０３１，９６９ ３.４５　 １ ３，２78 8 8１，３１９ ６.１１　
繊 維 品 工 業 １１ １５６，０００ 78 １，３１０，５００ ２.7０　 ５１２ ６，7５６，8２３ ３.３２　 ０ ０ ３ １１，２９8 ０.8５　
木 材 ・ 木 製 品 工 業 ３ １7，５００ ３３ ４２１，8００ ０.87　 １8３ ２，４１３，４88 １.１９　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
家 具 ・ 建 具 工 業 ４ １５，５００ １５ １２３，５００ ０.２５　 １０３ ５１４，３２５ ０.２５　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
紙 工 業 １ ３０，０００ ４３ １，００２，０００ ２.０６　 ２６９ ４，１３５，６０8 ２.０３　 ０ ０ ５ ４９，９４６ ３.7６　
製 版 ・ 製 本 業 ０ ０ ５ １３，7００ ０.０３　 ２１ １３５，7９９ ０.０7　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
化 学 工 業 ０ ０ ２ １００，０００ ０.２１　 ２６ ５９９，7２２ ０.２９　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
石 油 石 炭 製 品 工 業 ０ ０ １ ３０，０００ ０.０６　 ３ ３２，２１５ ０.０２　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
ゴム ・ プラスチック工業 ０ ０ 7 8３，０００ ０.１7　 8２ ９１8，９９8 ０.４５　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
ゴ ム 製 品 製 造 業 ０ ０ ０ ０ ０.００　 ４ ５３，９３8 ０.０３　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
皮 革 工 業 ０ ０ ０ ０ ０.００　 ２ ４，１8６ ０.００　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
窯 業 １ ３５，０００ １５ １４４，２００ ０.３０　 １５０ １，６５7，０６９ ０.8１　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
機 械 工 業 ９ １１7，９００ ９０ １，４１8，９００ ２.９２　 ５５１ ６，９7６，１２６ ３.４３　 ０ ０ １ ４４，９４４ ３.３8　
電 気 機 器 工 業 ２ ３，０００ ２8 ５１２，０００ １.０５　 １３０ ２，０４１，87６ １.００　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
車 輌 工 業 ０ ０ ５ ２8，8００ ０.０６　 １６ １8５，４０３ ０.０９　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
船 舶 工 業 １ ４，０００ １５ ４２０，０００ ０.8６　 １４２ １，7９１，３１8 ０.88　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
金 属 工 業 １３ １7６，０００ １１６ １，５５8，６４０ ３.２１　 ４９０ ５，１９１，３３１ ２.５５　 ０ ０ １ ４，０５7 ０.３１　
ソ フ ト ウ ェ ア 業 ０ ０ ３０ ２77，９００ ０.５7　 １５２ １，０９8，7９２ ０.５４　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
情 報 処 理 サ ー ビ ス 業 ０ ０ ０ ０ ０.００　 ４ １１，２２7 ０.０１　 ０ ０ １ １９，０２０ １.４３　
農 林 漁 業 ０ ０ ３ ４３，０００ ０.０９　 ５ ４２，００４ ０.０２　 ０ ０ ２ ５４，９１６ ４.１３　
そ の 他 の 工 業 ２１ １４６，６００ １77 ９8１，６００ ２.０２　 8０8 ３，９8３，９8３ １.９６　 ２ 7１，１６8 7 8５，４４１ ６.４２　

鉱        　  業 ０ ０ ０ ０ ０.００　 ０ ０ ０.００　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
土  石 採 取 業 １ １５，０００ ３ ４１，０００ ０.０8　 ４０ ４４０，１９５ ０.２２　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
木  材 伐 出 業 １ １，５００ ３ 8，０００ ０.０２　 ４ ９，６１２ ０.００　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
建     設     業 １２４ １，１２１，０５０ １，１7１ １０，３２３，２４０ ２１.２４　 ５，９２7 ４５，４６５，４５９ ２２.３２　 ４ 8，7６４ ２8 ２４8，０４４ １8.６５　
卸     売     業 ６６ 78２，０００ ５５５ 7，９２６，０００ １６.３１　 ２，8１7 ２９，77５，１５５ １４.６２　 ４ １１，６４３ ２５ ２４8，３５１ １8.６7　
小     売     業 8９ ６５１，９５０ ６8５ ６，１５１，8５０ １２.６６　 ３，78１ ２５，１６４，０7５ １２.３６　 ２ 7，8２３ ２7 ２０２，２９３ １５.２１　
飲     食     店 ３４ １３２，8００ ２９４ １，３５２，7２０ ２.78　 １，５４５ ５，６３8，９５６ ２.77　 ０ ０ １６ ４４，６６６ ３.３６　
不 　 動 　 産 　 業 １１ １8２，２００ １０６ １，４０１，９５０ ２.88　 ６４8 ６，１8５，8６６ ３.０４　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
運     送     業 ２２ ３５１，０００ ２０7 ４，０９０，２４０ 8.４２　 １，１９０ １５，６３１，００９ 7.６8　 ０ ０ １６ １２５，４１３ ９.４３　
貨 物 運 送 取 扱 業 ０ ０ ０ ０ ０.００　 ２ ３，78４ ０.００　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
倉 　 　 庫 　 　 業 ０ ０ ０ ０ ０.００　 ２５ ２４３，４8３ ０.１２　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
物 品 預 り ・ 駐 車 場 業 ０ ０ ２ ３，０００ ０.０１　 １１ ４8，６２０ ０.０２　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
電気・ガス・熱供給・水道業 ０ ０ １０ １78，３９０ ０.３7　 ４６ ６３６，8６8 ０.３１　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
印 　 　 刷 　 　 業 ４ ４５，５００ ４１ ４０９，１００ ０.8４　 ２１１ １，8２５，９６１ ０.９０　 ０ ０ ３ ３９，１３8 ２.９４　
出 　 　 版 　 　 業 ３ 8，０００ 7 77，３５０ ０.１６　 ２５ ２０３，7２３ ０.１０　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
サ  ー ビ ス 業 ６５ ３６４，０１２ 7５３ ６，５３１，１５６ １３.４４　 ４，０５8 ２６，５３９，１４２ １３.０３　 ０ ０ １９ ６５，１５１ ４.９０　

物 品 賃 貸 業 ０ ０ １９ ３２8，３００ ０.６8　 １０６ 878，５４９ ０.４３　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
宿  泊  業 ０ ０ ２０ ２7０，６００ ０.５６　 １４7 ２，２９３，９8３ １.１３　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
洗濯・理美容・浴場業 １５ ４４，7４２ １０４ ６8９，２8２ １.４２　 ５５６ ２，０３１，９０９ １.００　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
その他の生活関連サービス業 ３ ６，５００ ２０ ３４３，０００ ０.7１　 １０３ １，０６３，7０8 ０.５２　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
旅  行  業 １ ５，０００ ３ １３，０００ ０.０３　 ３３ １６５，１３7 ０.０8　 ０ ０ ２ ４，２９５ ０.３２　
映 画 ・ 娯 楽 業 ０ ０ １２ １１４，５００ ０.２４　 ６２ ４7２，8０３ ０.２３　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
広  告  業 ３ ３３，０００ ２４ ２３６，９５０ ０.４９　 １２３ 7９５，００９ ０.３９　 ０ ０ ５ ２４，２8２ １.8３　
放  送  業 ０ ０ ０ ０ ０.００　 ３ ４，8３０ ０.００　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
情 報 通 信 サ ー ビ ス 業 １ １，５００ ９ ２8，５００ ０.０６　 ３２ １１６，7６６ ０.０６　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
運 輸 サ ー ビ ス 業 ０ ０ 7 ４６，０００ ０.０９　 ３8 ２１8，６６１ ０.１１　 ０ ０ ４ １8，９６１ １.４３　
職業紹介・労働者派遣業 ０ ０ 7 ４7，０００ ０.１０　 １６ ６8，２２２ ０.０３　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
その他の事業サービス業 7 ２３，２7０ ６５ ３３１，９３４ ０.６8　 ３５６ ２，２６３，２９３ １.１１　 ０ ０ ４ １１，６０６ ０.87　
専 門 サ ー ビ ス 業 ９ ２６，8００ 8５ ２8２，8９０ ０.５8　 ５8０ １，６7２，8５２ ０.8２　 ０ ０ １ ３，４３３ ０.２６　
技 術 サ ー ビ ス 業 ５ ６，５００ 7４ ３９２，９００ ０.8１　 ２２２ １，０４６，１６５ ０.５１　 ０ ０ １ ５５３ ０.０４　
医 療 ・ 福 祉 業 １7 １7１，7００ ２１５ ２，５５7，６００ ５.２６　 １，０１５ 8，87０，４7９ ４.３６　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
廃 棄 物 処 理 業 ３ ４０，０００ ４３ ５５7，8００ １.１５　 ２６９ ２，３０２，8９９ １.１３　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
教 育 ・ 学 習 支 援 事 業 ０ ０ ２５ １8０，５００ ０.３7　 １２8 ６９９，１３０ ０.３４　 ０ ０ １ 8０６ ０.０６　
そ の 他 の サ ー ビ ス 業 １ ５，０００ ２１ １１０，４００ ０.２３　 ２６９ １，５7４，7５０ ０.77　 ０ ０ １ １，２１４ ０.０９　

保 険 媒 介 代 理 業 ５ ９，7００ ２０ 8０，7００ ０.１7　 １１8 ２４０，６９8 ０.１２　 ０ ０ ３ ６，０９０ ０.４６　
郵 　 　 便 　 　 業 ０ ０ ０ ０ ０.００　 ０ ０ ０.００　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
通 　 　 信 　 　 業 ０ ０ ０ ０ ０.００　 ０ ０ ０.００　 ０ ０ ０ ０ ０.００　
インターネット付随サービス業 １ ４，０００ ４ 7，５００ ０.０２　 １２ ２５，１５６ ０.０１　 ０ ０ ０ ０ ０.００　

合　　　　計 ５0５ 4,５２8,２１２ 4,６２６ 48,６04,２4１ １00.00 ２4,７3５ ２03,６５3,９６3 １00.00 １3 １0２,６７７ １６５ １,330,088 １00.00 
※平成 ２４ 年 １０ 月分統計より業種区分を変更したため、業種によっては変更前後での累計値等が一致しない場合があります。
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金額別・期間別・使途別保証状況

金額別保証状況　（平成 ２６ 年 １0 月分）

期間別保証状況　（平成 ２６ 年 １0 月分）

使途別保証状況　（平成 ２６ 年 １0 月分）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

区　　　分
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件数 金　額 件数 金　額 構成比 件数 金　額 構成比

１０００ 以下 ４９ ４５，４００ ５２４ ４６５，５４０ ０.９６ ２，０7５ １，２１４，９５３ ０.６０
１０００ 超   ２０００ 以下 8０ １４１，１９２ ５４8 ９8６，９２２ ２.０３ ２，６２９ ２，888，５９8 １.４２
２０００ 超   ３０００ 以下 ６１ １7４，５５０ ６２５ １，8０３，8３０ ３.7１ ３，０8６ ５，５２２，78２ ２.7１
３０００ 超   ５０００ 以下 １４３ ６7５，６7０ １，１１8 ５，２77，００９ １０.8６ ５，６５7 １６，7３7，１３６ 8.２２
５０００ 超  １００００ 以下 ６６ ５６０，7００ ６３１ ５，５４５，０００ １１.４１ ４，４４３ ２４，２１7，６２２ １１.8９

１００００ 超  １５０００ 以下 ２４ ３３7，０００ ２３３ ３，２１7，５４０ ６.６２ １，４６５ １３，５１６，６３４ ６.６４
１５０００ 超  ２００００ 以下 ２２ ４３５，０００ ２６０ ４，９7５，０００ １０.２４ １，３９１ １8，０５8，78９ 8.87
２００００ 超  ３００００ 以下 ３8 １，０7６，０００ ４３8 １２，４５7，２００ ２５.６３ １，77５ ３４，５１４，５77 １６.９５
３００００ 超  ５００００ 以下 １7 7１４，7００ １６２ ６，９６９，２００ １４.３４ １，３87 ４０，7９５，０１０ ２０.０３
５００００ 超  ６００００ 以下 １ ５8，０００ ２１ １，２２４，０００ ２.５２ ２５２ ９，９５４，４１１ ４.8９
６００００ 超  7００００ 以下 １ 7０，０００ １7 １，１６５，０００ ２.４０ １３５ ６，９１３，7９8 ３.３９
7００００ 超  8００００ 以下 ３ ２４０，０００ ３7 ２，９４２，０００ ６.０５ ３１7 １8，２7１，０２３ 8.９7
8００００ 超 １０００００ 以下 ０ ０ ５ ４7６，０００ ０.９8 ５６ ３，２９7，５7５ １.６２

１０００００ 超 １２００００ 以下 ０ ０ １ １２０，０００ ０.２５ １５ １，２９０，４９９ ０.６３
１２００００ 超 １５００００ 以下 ０ ０ ２ ２7０，０００ ０.５６ １8 １，8１５，２２９ ０.8９
１５００００ 超 ２０００００ 以下 ０ ０ ４ 7１０，０００ １.４６ ３４ ４，６４５，３２8 ２.２8
２０００００ 超 ０ ０ ０ ０ ０.００ ０ ０ ０.００

合　　　　　計 ５0５ 4,５２8,２１２ 4,６２６ 48,６04,２4１ １00.00 ２4,７3５ ２03,６５3,９６3 １00.00

区　　　分
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件数 金　額 件数 金　額 構成比 件数 金　額 構成比

３ カ月以下 ４ ３４，５００ ５０ ９４１，４００ １.９４ ２４ ３２４，０００ ０.１６
３ カ月超  ６ カ月以下 ５ １１９，０００ ９４ ２，１２５，６００ ４.３7 8２ １，7１３，９００ ０.8４
６ カ月超  １ カ年以下 １３ ２8１，２００ １３２ ２，78０，7００ ５.7２ ２３６ ５，０５５，４９４ ２.４8
１ カ年超  ２ カ年以下 １２ 8３，7００ １２９ １，１8５，０００ ２.４４ ４９５ ４，7２９，7４９ ２.３２
２ カ年超  ３ カ年以下 ４8 １7９，３００ ４３３ １，8１４，９５０ ３.7３ １，２６２ ４，５77，１６１ ２.２５
３ カ年超  ４ カ年以下 １8 ２２０，０５０ １２３ １，０１４，５３０ ２.０９ ４９２ ３，０１０，8６7 １.４8
４ カ年超  ５ カ年以下 ３１０ １，88０，５１２ ２，６３５ １7，２６１，９４１ ３５.５２ １２，９９４ ５５，５１３，９０４ ２7.２６
５ カ年超  7 カ年以下 ６２ １，０３２，7５０ ６９１ １２，7５7，３２０ ２６.２５ ５，１7５ ５１，３7０，０４５ ２５.２２
7 カ年超 １０ カ年以下 ３３ ６９7，２００ ３２５ 8，２77，8００ １7.０３ ３，7１９ 7１，３６３，３7６ ３５.０４

１０ カ年超 ０ ０ １４ ４４５，０００ ０.９２ ２５６ ５，９９５，４６7 ２.９４
合　　　　　計 ５0５ 4,５２8,２１２ 4,６２６ 48,６04,２4１ １00.00 ２4,７3５ ２03,６５3,９６3 １00.00

区　　　分
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件数 金　額 件数 金　額 構成比 件数 金　額 構成比

運 転 資 金 ４６０ ４，３６２，４００ ４，２０９ ４６，０３４，５２９ ９４.7１ ２１，8３１ １8６，78１，２２５ ９１.7１
設 備 資 金 ２１ 8４，０１２ ２４１ １，３５６，９１２ ２.7９ １，９２１ １０，３87，２５１ ５.１０
運 転 設 備 資 金 ２４ 8１，8００ １7６ １，２１２，8００ ２.５０ ９8３ ６，４8５，４87 ３.１8

合　　　　　計 ５0５ 4,５２8,２１２ 4,６２６ 48,６04,２4１ １00.00 ２4,７3５ ２03,６５3,９６3 １00.00
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保証状況市町制度保証状況

市町制度保証状況　（平成 ２６ 年 １0 月分） （単位：千円）

振　興　資　金
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

市

四 国 中 央 7 １３，５００ 88 ２３４，０５０ ４４１ 87４，8５５
新 居 浜 7 ２６，５００ ６５ ２０９，7００ ３7１ 7９３，88１
西     条 １０ ３５，０００ １２３ ４２６，88０ 7４２ １，６7３，２３４
今 　 　 治 ２６ 7９，０００ １９０ ５６２，４００ 7２０ １，５１０，３６8
松 　 　 山 １５３ ５１６，０４２ １，１４３ ３，7１６，7６６ ２，7０３ ６，２78，９６６
東     温 １ ３，０００ １０ ２8，５００ １１２ ２３０，０１7
伊 　 　 予 ０ ０ ３ １４，０００ ２３ ５４，５7６
大 　 　 洲 ３ １２，０００ ３６ １２０，５００ １77 ３６３，９３５
八 幡 浜 ３ １０，５００ ２５ 7５，8００ １４２ ２7２，8００
西 　 　 予 ４ １０，２００ ２４ 7９，１００ １４２ ２7９，６１１
宇 和 島 １３ ３8，０００ １３４ ４０１，５００ 877 １，7４５，１8２
小　　計 ２２７ ７43,７4２ １,84１ ５,8６９,１９６ ６,4５0 １4,0７７,4２4

町

久 万 高 原 ０ ０ ０ ０ ３ １，６９０
内 　 　 子 ０ ０ ９ ２7，５００ ２２ ４９，６１０
伊 　 　 方 ０ ０ ０ ０ ０ ０
鬼 　 　 北 ０ ０ ０ ０ １ ３１９
松 　 　 野 ０ ０ ０ ０ ２ ３，２９６
愛 　 　 南 ０ ０ １ ３，０００ １１ １９，３９１
小　　計 0 0 １0 30,５00 3９ ７4,30６

合　　　　計 ２２７ ７43,７4２ １,8５１ ５,8９９,６９６ ６,48９ １4,１５１,７30

季　節　資　金
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

松 山 ０ ０ ２ ４，５００ ２ ３，５００
今 治 ０ ０ ０ ０ ０ ０
新 居 浜 ０ ０ ０ ０ ０ ０

合　　　　計 0 0 ２ 4,５00 ２ 3,５00

振興資金（緊急）
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

四 国 中 央 １ ６，５００ １１ ６8，５００ ５１ ２３7，６２０
新 居 浜 ５ ３９，０００ １7 １１４，7００ １６６ ６３３，２３１
今 治 ６ ４7，０００ ６１ ４３２，５００ ３６３ １，６１４，９５６
松 山 ０ ０ ０ ０ ３8０ １，５8９，５３7
八 幡 浜 ０ ０ ４ ２8，０００ 8２ ３３４，６１7
西 予 ０ ０ ４ ３３，０００ ５２ ２２０，２３２

合　　　　計 １２ ９２,５00 ９７ ６７６,７00 １,0９4 4,６30,１９２

振興資金（経営安定化）
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

松 山 ２ ６，０００ １９ 8３，９8５ ９０１ ２，４8６，１０１
今 治 ２ １５，０００ １２ ５４，３００ ２０５ ５１０，６7６

合　　　　計 4 ２１,000 3１ １38,２8５ １,１0６ ２,９９６,７７７

設備近代化資金
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

松 山 ５ ２２，５7０ ４０ １３7，8１０ ３7５ 7９２，５２１
（う　ち　公　害） （　　　　　　０） （　　　　　　　　　　　　　０） （　　　　　　０） （　　　　　　　　　　　　　０） （　　　　　　０） （　　　　　　　　　　　　　０）
今 治 ０ ０ 7 ２8，１５０ １7 ５６，8０8

合　　　　計 ５ ２２,５７0 4７ １６５,９６0 3９２ 84９,3２９

小　口　資　金
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

今 治 ０ ０ ０ ０ １ １，０7５
合　　　　計 0 0 0 0 １ １,0７５



10

　平成 ２６ 年 １０ 月末現在における各店舗別の信用保証状況を債務残高と保証承諾をベースに「ランキング
ベスト １０」に集計しました。
　今後とも県内中小企業金融の円滑化に、一層のご協力と信用保証の利用をお願いいたします。

前
月
順
位

順
　
位

金 融 機 関 名
保証債務残高

件　数 金　額（千円）

１　　 １ 愛 媛 銀 行 本店営業部 ５４３ 7，４４7，６９９
２　　 ２ 伊 予 銀 行 新居浜支店 ５４３ ６，９５２，０8５
３　　 ３ 伊 予 銀 行 本店営業部 ３２7 ６，４３３，２４8
４　　 ４ 伊 予 銀 行 今治支店 ４２４ ６，１87，６１３
５　　 ５ 伊 予 銀 行 西条支店 ４8９ ４，９8６，8６４
６　　 ６ 伊 予 銀 行 宇和島支店 ３６8 ４，２５１，１8０
7　　 7 伊 予 銀 行 本町支店 ２7９ ３，４２３，３６8
8　　 8 伊 予 銀 行 八幡浜支店 ２６３ ３，０６8，６６１
９　　 ９ 伊 予 銀 行 大洲支店 ２３１ ２，９００，３５３
１０　　 １０ 伊 予 銀 行 川之江支店 ２２９ ２，7３8，２４7

前
月
順
位

順
　
位

金 融 機 関 名
保証承諾（当月中）

件　数 金　額（千円）

１０　　 １ 伊 予 銀 行 宇和島支店 １１ １９６，５００
４　　 ２ 伊 予 銀 行 新居浜支店 １０ １8５，０００
２　　 ３ 伊 予 銀 行 今治支店 ６ １7０，０００

１４３　　 ４ 広 島 銀 行 新居浜支店 ５ １４５，０００
8　　 ５ 伊 予 銀 行 本店営業部 8 １４１，０００
３６　　 ６ 伊 予 銀 行 川之江支店 ５ １２６，５００
５8　　 7 伊 予 銀 行 松前支店 ５ １０５，０００
１１　　 8 伊 予 銀 行 八幡浜支店 ４ ９7，０００
１　　 ９ 愛 媛 銀 行 本店営業部 １１ ９０，２００

２３7　　 １０ 愛 媛 銀 行 末広町支店 ３ 8２，０００

前
月
順
位

順
　
位

金 融 機 関 名
保証承諾（累計）

件　数 金　額（千円）

１　　 １ 愛 媛 銀 行 本店営業部 １１９ ２，５４7，8００
２　　 ２ 伊 予 銀 行 今治支店 ６６ １，５６６，２９０
３　　 ３ 伊 予 銀 行 新居浜支店 7５ １，３４２，６００
４　　 ４ 伊 予 銀 行 本店営業部 ６１ １，０7４，8００
６　　 ５ 愛 媛 銀 行 今治支店 ５２ ９３３，４００
５　　 ６ 伊 予 銀 行 本町支店 ６４ ９３２，０００
7　　 7 伊 予 銀 行 大洲支店 ５５ ９２１，５００
8　　 8 伊 予 銀 行 西条支店 ６１ 8９7，４００
１３　　 ９ 伊 予 銀 行 宇和島支店 ５１ 7９０，９００
９　　 １０ 伊 予 銀 行 空港通支店 ５６ 77６，６００

10

10

10

ベスト

ベスト

ベスト

（当月中）

（累計）

ランキングベスト １0　─ １0 月の信用保証ランキング ─
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保証状況金融機関店舗別保証状況

店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

みずほ 松 山 ０　 ０　 ──── ２　 ３３，０００　 ──── １３　 １２8，8５４　 １１４.９２　 ０　 ０　 ０.００　
今 治 ０　 ０　 ──── ２　 ４０，０００　 １３３.３３　 １１　 ２8３，６５7　 １００.９２　 ０　 ０　 ０.００　
高 松 ０　 ０　 ──── １　 8０，０００　 ──── １　 7５，２３５　 １０４.６４　 ０　 ０　 ０.００　

計 0 0 ──── ５ １５3,000 ５１0.00 ２５ 48７,７4６ １04.8７ 0 0 0.00 

りそな 天 六 ０　 ０　 ──── ０　 ０　 ──── １　 ４４，１６９　 ３０６.１8　 ０　 ０　 ０.００　
計 0 0 ──── 0 0 ──── １ 44,１６９ 30６.１8 0 0 0.00 

三井住友 新 居 浜 ０　 ０　 ──── ０　 ０　 ──── １7　 ２００，９４１　 8１.２２　 ０　 ０　 ０.００　
松 山 ０　 ０　 ──── ０　 ０　 ──── ３　 ２０，４8６　 8５.４４　 ０　 ０　 ０.００　
備 後 町 ０　 ０　 ──── ０　 ０　 ──── １　 ３，8２１　 ６５.６０　 ０　 ０　 ０.００　
渋谷駅前 ０　 ０　 ──── ０　 ０　 ──── １　 ２，５２8　 ──── ０　 ０　 ０.００　

計 0 0 ──── 0 0 ──── ２２ ２２７,７７６ 8２.１７ 0 0 0.00 

三菱東京 高松中央 ０　 ０　 ０.００　 １　 ３０，０００　 １００.００　 １０　 ２０7，０６０　 １００.４４　 ０　 ０　 ０.００　
高 松 １　 １０，０００　 ──── １　 １０，０００　 ──── ３　 ４５，６8３　 ２３8.１９　 ０　 ０　 ０.００　
大 阪 西 ０　 ０　 ──── ０　 ０　 ──── ２　 ２7，１7２　 7５.４４　 ０　 ０　 ０.００　

計 １ １0,000 33.33 ２ 40,000 １33.33 １５ ２７９,９１５ １00.２0 0 0 0.00 

伊予 本 店 8　 １４１，０００　 8０５.7１　 ６１　 １，０7４，8００　 ５8.１7　 ３２7　 ６，４３３，２４8　 ９7.９９　 ０　 ０　 ０.００　
本 町 ３　 ６，０００　 ５.8３　 ６４　 ９３２，０００　 １４8.５５　 ２7９　 ３，４２３，３６8　 １０６.００　 １　 ５，９１２　 ０.１8　
潮 見 ２　 １０，０００　 ３０.３０　 ２２　 １7３，３００　 １０３.９６　 １０7　 8３９，６９３　 ９7.8４　 ０　 ０　 ０.００　
松山駅前 ５　 ５8，０００　 １１６.００　 ４０　 ３５３，０００　 7０.２９　 ２１０　 １，６４０，３7２　 ９４.０２　 ０　 ０　 ０.００　
湊 町 7　 ６０，０００　 １，４２8.５7　 ３8　 ２77，２９０　 ６０.１２　 １87　 ２，０６7，１０９　 ９５.６３　 ０　 ０　 ０.００　
小 栗 １　 １，０００　 ５.88　 ２8　 ２２５，０００　 １５１.０１　 8６　 ６０３，９０９　 ９7.３５　 ２　 ５４，９１６　 ９.０９　
立 花 ０　 ０　 ０.００　 １４　 7０，４００　 ９０.４９　 ６7　 ３３２，１7２　 ９２.２４　 ０　 ０　 ０.００　
新 立 ０　 ０　 ０.００　 １３　 １４４，０００　 ９６.５8　 ６２　 ４３６，３５５　 8５.２６　 ０　 ０　 ０.００　
大 街 道 ２　 １４，０００　 ２8０.００　 ２7　 ２7０，５００　 １３３.１２　 １２６　 １，０４９，４１４　 ９５.５９　 ０　 ０　 ０.００　
一 万 ０　 ０　 ０.００　 ２０　 ６９，8００　 １９.９３　 １１５　 ９7２，５78　 ９３.６３　 ０　 ０　 ０.００　
道 後 ４　 ６９，０００　 ２５５.５６　 ３7　 ３４8，９６４　 ６４.４４　 １8５　 １，９7９，６４５　 １０６.7０　 ０　 ０　 ０.００　
東 野 ０　 ０　 ０.００　 １０　 １２０，０００　 １３8.４１　 ４8　 ２６３，8９7　 ９３.６２　 ０　 ０　 ０.００　
三 津 浜 ５　 ３２，０００　 ５２.６３　 ３６　 ３６４，５００　 ６４.０8　 ２２7　 ２，１６２，６２7　 ９8.３8　 ２　 ５，１３１　 ０.２４　
水産市場 ０　 ０　 ──── ０　 ０　 ０.００　 ５　 １０６，０５１　 8６.8３　 ０　 ０　 ０.００　
問 屋 町 ４　 ２8，０００　 ２8０.００　 ６１　 ６7５，０００　 ３３０.４０　 １９３　 １，8３３，１２０　 １１４.7０　 ０　 ０　 ０.００　
中央市場 １　 １５，０００　 ──── １２　 １３９，０００　 １77.7５　 ３４　 ３88，２６０　 １００.４8　 ２　 ３５，7４３　 8.９０　
空 港 通 １５　 7９，５００　 88３.３３　 ５６　 77６，６００　 １8６.４６　 ２５５　 ２，４7３，５7９　 １０３.６９　 １　 １，５４8　 ０.０６　
余 戸 ３　 ５，９００　 １０.１０　 ３４　 ３４２，４００　 １１7.8３　 １7０　 １，３９５，１６7　 8９.０２　 ０　 ０　 ０.００　
味 生 １　 ２，０００　 ２０.００　 １8　 １３8，０００　 ４４５.１６　 7１　 ３９９，２２４　 ９６.３９　 ０　 ０　 ０.００　
石 井 ３　 ９，０００　 ３９.１３　 ２１　 １8９，３００　 １３４.7３　 １２９　 １，１２４，１４５　 ９２.９５　 ０　 ０　 ０.００　

椿 １　 ２，２００　 １５.１7　 ２４　 ２０１，7００　 ９３.６8　 １２９　 7９２，２６２　 １０４.０９　 １　 ３２６　 ０.０４　
久 米 ６　 ５５，０００　 ２１１.５４　 ３４　 ３２7，３００　 １６7.１０　 １２９　 88０，０２8　 ９９.１8　 ３　 １６，４９５　 １.９１　
福 音 寺 ３　 ６５，０００　 ──── １8　 １６8，8００　 １６５.４９　 １０６　 8４５，２６２　 ９９.7２　 １　 ３，２78　 ０.４１　
小 野 ０　 ０　 ──── ６　 8５，０００　 ２３６.１１　 ６９　 ３６０，２９４　 88.６０　 １　 ９，６２４　 ２.５8　
堀 江 １　 ５，０００　 ──── １６　 ２０６，５００　 １8１.９４　 7２　 ６０１，２５０　 １０8.４２　 ０　 ０　 ０.００　
和 気 ４　 １４，５００　 8５.２９　 １９　 １５９，０００　 ２１９.３１　 ６7　 ５１２，０２１　 １０３.２１　 １　 １，１１５　 ０.２３　
森 松 ３　 １６，６５０　 ５９.４６　 ２９　 ２０２，０５０　 ６０.４９　 １２５　 8５１，２０９　 ９４.６０　 ０　 ０　 ０.００　
中 島 ０　 ０　 ０.００　 ２　 ４０，０００　 ９４.１２　 ２１　 １５５，４６６　 8９.7３　 ０　 ０　 ０.００　
北 条 ２　 ４１，５００　 １０３.7５　 ３２　 １９２，４００　 8３.９４　 １９０　 １，３２３，９8９　 ９６.４7　 １　 ６２３　 ０.０５　
横 河 原 １　 １，０００　 ５.５６　 ９　 １２４，０００　 １４４.１９　 78　 ６６２，５１２　 8９.１１　 ４　 ９２，９４8　 １４.１５　
川 内 １　 ３，０００　 １０.２０　 １３　 １４９，５００　 ３４.６９　 7４　 78０，２９7　 １０１.１４　 ０　 ０　 ０.００　
砥 部 ３　 ５６，０００　 ５６０.００　 １8　 ２２３，8００　 ２２４.7０　 １１２　 ６０６，7９５　 ９8.５7　 １　 ９，87９　 １.7２　
松 前 ５　 １０５，０００　 ──── ２7　 ６６０，２４０　 １９６.２１　 １４8　 １，９３３，０１３　 ９４.６６　 ０　 ０　 ０.００　
郡 中 ３　 ２１，０００　 ３５.００　 ２６　 ３３１，87０　 １４２.９９　 １５６　 １，６１９，３8２　 １１０.４１　 ０　 ０　 ０.００　

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

平成 ２６ 年 １０ 月分 （単位：千円）
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店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

伊予 上 灘 ０　 ０　 ０.００　 ３　 ３１，０００　 ３４４.４４　 １４　 8９，３２９　 １１１.５３　 ０　 ０　 ０.００　
中 山 １　 １０，０００　 ──── ３　 ２５，０００　 １６１.２９　 ２２　 １３４，8９５　 １０３.２６　 ０　 ０　 ０.００　
久 万 ２　 ６５，０００　 ──── 8　 １77，０００　 １０４.１２　 ５３　 ５５8，４６7　 ９１.２９　 １　 ４０，４３０　 7.０３　
小 田 ０　 ０　 ０.００　 ２　 １６，０００　 ２００.００　 ２５　 ２０４，４５３　 ９０.１３　 ０　 ０　 ０.００　
今 治 ６　 １7０，０００　 ３５.６０　 ６６　 １，５６６，２９０　 8４.５２　 ４２４　 ６，１87，６１３　 ９９.１４　 ０　 ０　 ０.００　
中 浜 ５　 7５，０００　 ４０.９8　 ２４　 ３５９，５００　 ４０.３7　 １６２　 １，６１９，９8３　 8０.１8　 ９　 ９６，９５１　 ５.５１　
日 吉 ３　 ５４，０００　 １8３.０５　 ３8　 ６8５，０００　 １8２.５２　 ２３０　 ２，１５５，777　 ９５.8４　 ０　 ０　 ０.００　
今 治 南 ０　 ０　 ０.００　 8　 ５６，０００　 ４7.６６　 88　 ６４7，7１３　 ９６.９8　 ０　 ０　 ０.００　
波 止 浜 ０　 ０　 ──── ６　 ３7，５００　 8.６7　 １０２　 8５６，３8６　 7９.8１　 ０　 ０　 ０.００　
鳥 生 ４　 ５０，０００　 ２００.００　 １8　 １8０，５００　 7５.４６　 １１8　 １，０２8，３２8　 ９7.２7　 ０　 ０　 ０.００　
桜 井 ２　 ４，５００　 ５６.２５　 7　 ３２，５００　 ２２.8９　 ９7　 ５２４，３7２　 87.88　 １　 7，５０４　 １.３7　
菊 間 １　 １０，０００　 ２００.００　 ５　 ３６，０００　 ５０.００　 ６０　 ４8０，３１５　 ９１.６１　 ０　 ０　 ０.００　
大 島 ２　 １９，０００　 １５8.３３　 １４　 ２２３，０００　 ６６.４３　 ９7　 １，０００，7５０　 88.９０　 １　 １，３２４　 ０.１３　
伯 方 ０　 ０　 ０.００　 １３　 ２４９，０００　 ２１8.４２　 ６３　 ６４２，１１４　 １０１.３５　 ０　 ０　 ０.００　
宮 浦 １　 ５，０００　 ──── １　 ５，０００　 １０.９９　 ３7　 ２６６，7９7　 7５.０7　 ０　 ０　 ０.００　
新 居 浜 １０　 １8５，０００　 １２４.５8　 7５　 １，３４２，６００　 ５９.３４　 ５４３　 ６，９５２，０8５　 ９０.９６　 ５　 ４０，8２３　 ０.５7　
角 野 ３　 １６，０００　 ３３.３３　 ３４　 ４６９，8９０　 １６６.8１　 １7３　 １，8６９，１7４　 １０５.88　 １　 ４，２９7　 ０.２３　
新居浜東 ６　 ６8，０００　 １7４.３６　 １４　 １１8，０００　 ４３.５４　 １１２　 7９０，５０４　 ９8.２8　 ２　 ４，8４９　 ０.６２　
中 萩 ３　 ３６，０００　 ──── １7　 ２２０，０００　 8１.５7　 １２7　 １，１２６，7３7　 ９０.９8　 ０　 ０　 ０.００　
土 居 １　 ３０，０００　 ４２8.５7　 １０　 １１４，０００　 ２６8.87　 １２０　 7５６，３２９　 ９３.４１　 ０　 ０　 ０.００　
三 島 ３　 7，０００　 ５.４7　 ２０　 ３６7，５００　 7９.３４　 ２２２　 ２，２87，０１５　 8４.78　 ２　 7１，１６8　 ２.９４　
川 之 江 ５　 １２６，５００　 ２8１.１１　 ３５　 ６１8，２００　 8６.６４　 ２２９　 ２，7３8，２４7　 １０３.０7　 １　 ３，8３９　 ０.１４　
西 条 ６　 ６8，５００　 7４.０５　 ６１　 8９7，４００　 ６8.９９　 ４8９　 ４，９8６，8６４　 １０４.６２　 ０　 ０　 ０.００　
三 芳 ０　 ０　 ──── ９　 ３２，４００　 １９.7０　 ９６　 887，8９8　 8１.２０　 ０　 ０　 ０.００　
壬 生 川 ５　 7６，０００　 １２４.５９　 ２４　 ３０１，０００　 １7３.９９　 １４９　 １，２8３，５１8　 １０２.8６　 ０　 ０　 ０.００　
丹 原 ０　 ０　 ──── ５　 ２7，５００　 ２３.３１　 ４１　 ２２５，３7１　 8４.３４　 ０　 ０　 ０.００　
小 松 ２　 ６，５００　 ６５０.００　 １２　 １５０，０００　 １78.５7　 7６　 7４０，９９7　 87.88　 ０　 ０　 ０.００　
八 幡 浜 ４　 ９7，０００　 ２０２.０8　 ３１　 ５９１，8００　 7３.88　 ２６３　 ３，０６8，６６１　 8９.０8　 ４　 ４8，7２8　 １.５8　
大洲本町 ３　 ３０，０００　 １，５００.００　 １４　 １３４，０００　１，１１６.６7　 ５４　 ４１8，９９7　 １１０.４１　 １　 ３，３５8　 ０.8５　
大 洲 ２　 １０，０００　 １7.8６　 ５５　 ９２１，５００　 １０４.４３　 ２３１　 ２，９００，３５３　 １０５.8２　 １　 ９００　 ０.０３　
長 浜 １　 １，０００　 ３.３３　 ６　 ９９，５００　 ５０.００　 ５９　 ９３４，０２４　 77.１６　 ０　 ０　 ０.００　
五 十 崎 ０　 ０　 ０.００　 7　 １３９，０００　 ９２.０５　 ５６　 ５４０，９６１　 １０４.０９　 ０　 ０　 ０.００　
内 子 ０　 ０　 ０.００　 １３　 １２６，０００　 ９６.４8　 ５8　 ６３7，8２２　 １０５.１５　 ０　 ０　 ０.００　
川 之 石 ０　 ０　 ──── １　 ３，０００　 ５.５６　 ３９　 ３１３，００7　 8９.０8　 ０　 ０　 ０.００　
伊 方 １　 １，５００　 ２１.４３　 ３　 １8，５００　 １２7.５９　 ２０　 8３，１４３　 ６６.５３　 ０　 ０　 ０.００　
三 机 １　 １，５００　 ３０.００　 １　 １，５００　 ３０.００　 ４　 ９，３87　 １０１.87　 ０　 ０　 ０.００　
三 崎 １　 １０，０００　 ──── ２　 ２０，０００　 ──── ２２　 １５２，7５１　 ９２.９7　 ０　 ０　 ０.００　
三 瓶 １　 ３０，０００　 １００.００　 ４　 ５8，０００　 8５.２９　 ４６　 ３１8，３２６　 ９１.7２　 ０　 ０　 ０.００　
宇 和 島 １１　 １９６，５００　 ６8.４7　 ５１　 7９０，９００　 ５7.３7　 ３６8　 ４，２５１，１8０　 ９１.7４　 ２　 １４，３１8　 ０.３４　
追 手 ０　 ０　 ──── １　 １，０００　 ──── １　 ９１５　 ──── ０　 ０　 ０.００　
卯 之 町 １　 １，２００　 ２.３１　 １６　 １４０，２００　 ９8.４６　 １０8　 7４０，２００　 8９.２8　 １　 ６０7　 ０.０8　
野 村 ３　 １５，０００　 １３６.３６　 １３　 １３１，０００　 ２４２.５９　 ６５　 ５５０，２９０　 １１２.６４　 ０　 ０　 ０.００　
高 山 ０　 ０　 ０.００　 １　 ２５，０００　 ３９.６8　 １５　 １５４，９９６　 ９１.7４　 ０　 ０　 ０.００　
吉 田 ２　 ５５，０００　 １8３.３３　 ５　 １０５，０００　 １９8.１１　 ４8　 ３６０，２２３　 ９１.６５　 ０　 ０　 ０.００　
近 永 ０　 ０　 ０.００　 ５　 ５４，０００　 8６.６8　 ５３　 ５１９，６４４　 8９.7６　 ０　 ０　 ０.００　
松 丸 ０　 ０　 ──── ０　 ０　 ０.００　 １６　 78，２９３　 7０.０３　 ３　 １１，０９５　 １１.９8　
岩 松 １　 ２０，０００　 ──── ５　 87，５００　 ４１６.６7　 ５１　 ２１９，９９０　 ９３.１５　 ０　 ０　 ０.００　
愛 南 １　 ３，０００　 ──── ４　 ３8，０００　 １９.６４　 7９　 7１４，９8１　 ９４.２０　 ０　 ０　 ０.００　
高 岡 ０　 ０　 ──── ０　 ０　 ──── ２　 78４　 ５３.４１　 ０　 ０　 ０.００　
富 田 ２　 ２４，０００　 ６8５.7１　 １５　 87，５００　 １５１.６５　 7３　 ４7０，7５２　 １０１.４４　 １　 ４，１５９　 ０.8９　
古 川 ２　 ９，０００　 ４０.００　 ３１　 ２０２，０００　 １１8.8２　 １２９　 ６２8，8３２　 １０３.8５　 ０　 ０　 ０.００　
牛 渕 １　 ３，０００　 ──── ９　 ６５，５００　 ６２３.8１　 ６０　 ２９7，788　 １１２.8６　 ０　 ０　 ０.００　
原 町 ０　 ０　 ０.００　 １２　 １１２，１００　 ２３３.５４　 ４９　 ３8２，５４５　 １０１.7９　 ０　 ０　 ０.００　
日 高 ０　 ０　 ──── ０　 ０　 ──── 7　 ５６，６２９　 ２３５.５１　 ０　 ０　 ０.００　
丸 亀 ０　 ０　 ──── １　 ４０，０００　 ──── ２　 ６１，8４５　 １９０.２５　 ０　 ０　 ０.００　
三 津 東 ０　 ０　 ──── １　 ３，０００　 ──── ６　 １１，３６６　 8３.０8　 ０　 ０　 ０.００　
桑 原 １　 ３０，０００　 ５２.６３　 １０　 １６１，５００　 １００.４３　 ４7　 ４０３，8５３　 １０４.５２　 ０　 ０　 ０.００　

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

平成 ２６ 年 １０ 月分 （単位：千円）
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保証状況

店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

伊予 観 音 寺 ０　 ０　 ──── ０　 ０　 ──── １　 ３０，１００　 8６.３９　 ０　 ０　 ０.００　
岡 山 南 ０　 ０　 ──── ０　 ０　 ──── １　 １１，１４３　 ９１.３１　 ０　 ０　 ０.００　
大 西 １　 ２，０００　 ５０.００　 8　 7２，０００　 ２０8.7０　 ５５　 ３６３，９６7　 １０４.９５　 ０　 ０　 ０.００　

計 ２08 ２,５3７,９５0 8５.７0 １,７4２ ２２,3２２,７９4 88.５６ １0,4１６ １0２,５７７,48９ ９６.4７ ５７ ５９１,8９0 0.５8 

四国 松 山 ０　 ０　 ──── ５　 １１０，０００　 ５４.４６　 ４8　 ５９９，６２２　 8６.３５　 ０　 ０　 ０.００　
松山本町 ０　 ０　 ──── ２　 ５8，０００　 １１１.５４　 １7　 １7０，０7２　 7５.３４　 １　 １，５２６　 ０.8９　
松 山 南 １　 １，５００　 ──── ９　 １０９，０００　 ２５１.7３　 ４３　 ３０２，６５7　 １０7.２９　 ０　 ０　 ０.００　
今 治 ０　 ０　 ０.００　 ０　 ０　 ０.００　 ５２　 77５，６６１　 78.５１　 ０　 ０　 ０.００　
八 幡 浜 ０　 ０　 ──── ４　 ５３，０００　 １４３.２４　 ３7　 ３１５，１7４　 88.77　 ０　 ０　 ０.００　
宇 和 島 ２　 ６，５００　 １３０.００　 ９　 7６，５００　 8０.１０　 ５7　 ６００，２５４　 １１４.7５　 ２　 7，５8１　 １.２９　
御 荘 ０　 ０　 ──── ０　 ０　 ０.００　 ６　 １１，００４　 ３９.９０　 ０　 ０　 ０.００　
松 山 西 ０　 ０　 ──── 8　 １３7，０００　 １５２.２２　 ３２　 ２９６，１78　 88.３7　 ０　 ０　 ０.００　
四国中央 ０　 ０　 ──── ３　 ３６，０００　 ２7６.９２　 7　 7９，５8４　 １５４.8４　 ０　 ０　 ０.００　

計 3 8,000 4７.0６ 40 ５７９,５00 ９3.６６ ２９９ 3,１５0,２0６ ９0.4６ 3 ９,１0７ 0.２９ 

百十四 松 山 １　 ６，５００　 ──── １8　 １7６，５００　 8１.３４　 １００　 ９３１，６６8　 １１１.９7　 ０　 ０　 ０.００　
新 居 浜 ０　 ０　 ──── ４　 ４６，０００　 ３３.４１　 ５４　 8２１，０９０　 8３.３６　 ０　 ０　 ０.００　
三 島 ０　 ０　 ０.００　 ２　 ３３，０００　 ４8.8９　 ５０　 ４３8，7２０　 ６３.３２　 ０　 ０　 ０.００　
今 治 １　 １０，０００　 １４２.8６　 １０　 １０５，０００　 ４１.8０　 ６8　 77０，１１8　 7４.３５　 ０　 ０　 ０.００　
西 条 １　 ５，０００　 １１１.１１　 １１　 8１，６００　 １０４.６２　 １１３　 ６２０，６９２　 ９３.３６　 ０　 ０　 ０.００　
坂出東部 ０　 ０　 ──── ０　 ０　 ──── １　 ６，９7４　 ６３.５０　 ０　 ０　 ０.００　

計 3 ２１,５00 １７２.00 4５ 44２,１00 ５8.84 38６ 3,５8９,２６２ 8５.0２ 0 0 0.00 

阿波 松 山 ２　 ９，０００　 ３０.００　 8　 １０９，０００　 ６６.４６　 7０　 ６４６，３５０　 ９６.６8　 ０　 ０　 ０.００　
池 田 ０　 ０　 ──── ０　 ０　 ──── １　 １7，３６５　 8０.０３　 ０　 ０　 ０.００　
藍 住 ０　 ０　 ──── ０　 ０　 ０.００　 ２　 ３９，7００　 87.３３　 ０　 ０　 ０.００　
鳴 門 ０　 ０　 ──── ０　 ０　 ０.００　 １　 ２１，88０　 8９.7６　 ０　 ０　 ０.００　

計 ２ ９,000 30.00 8 １0９,000 ５６.１９ ７4 ７２５,２９５ ９５.4２ 0 0 0.00 

広島 松 山 ３　 ９，０００　 ６.77　 ４２　 ６２３，５００　 ６４.４8　 １６５　 １，8９０，５7０　 １００.９7　 ０　 ０　 ０.００　
今 治 ５　 ４４，５００　 ３２.２５　 ４５　 ５7６，8５０　 ９１.7２　 １7２　 ２，０87，7０8　 １０１.４３　 ０　 ０　 ０.００　
伊予西条 ０　 ０　 ０.００　 ２３　 ２５１，５００　 ６６.7１　 １４６　 １，０４４，87１　 ９１.４7　 ２　 ３６，０４４　 ３.４４　
新 居 浜 ５　 １４５，０００　 ４２６.４7　 １６　 ２６２，５００　 7５.２４　 8６　 １，０7２，２０３　 ９４.９０　 ０　 ０　 ０.００　
三 島 ２　 ６０，０００　 78.９５　 ３１　 ２8５，8００　 １１６.２３　 １０４　 ９０５，３６４　 １０３.４8　 ０　 ０　 ０.００　
川 之 江 １　 ３，０００　 ──── ６　 １２０，５００　 7０8.8２　 ５４　 ６２7，９６１　 ９8.４９　 ０　 ０　 ０.００　
因 島 ０　 ０　 ──── ２　 ９，０００　 １０.２３　 ６　 ２8５，7１４　 87.8５　 ０　 ０　 ０.００　
木 江 ０　 ０　 ──── ０　 ０　 ０.００　 １　 ６，６8０　 １９.8４　 ０　 ０　 ０.００　
岩 国 ０　 ０　 ──── ０　 ０　 ──── ２　 １９，０7２　 １０.０１　 ０　 ０　 ０.００　

計 １６ ２６１,５00 ６3.９4 １６５ ２,１２９,６５0 ７8.９５ ７3６ ７,９40,１44 ９６.08 ２ 3６,044 0.44 

中国 川 之 江 ０　 ０　 ０.００　 ３　 ３２，０００　 ３8.２３　 ４６　 ６２４，３7３　 ６8.５２　 ０　 ０　 ０.００　
丸 亀 ０　 ０　 ──── ０　 ０　 ──── ２　 ４６，４９１　 １５５.００　 ０　 ０　 ０.００　

計 0 0 0.00 3 3２,000 38.２3 48 ６７0,8６4 ７１.２8 0 0 0.00 

山口 松 山 ２　 １５，０００　 ──── ９　 １２５，０００　 １４8.8１　 ５０　 8３９，５２０　 8４.１7　 ０　 ０　 ０.００　
今 治 ０　 ０　 ──── ６　 １１7，５００　２，３５０.００　 １３　 ２４９，8１３　 １０５.６６　 ０　 ０　 ０.００　
尾 道 ０　 ０　 ──── ０　 ０　 ──── １　 １，４7２　 ５９.３５　 ０　 ０　 ０.００　

計 ２ １５,000 ──── １５ ２4２,５00 ２７２.4７ ６4 １,0９0,80５ 88.２3 0 0 0.00 

西日本 若 松 ０　 ０　 ──── ０　 ０　 ──── １　 １１，8５６　 ６２.３7　 ０　 ０　 ０.００　
広 島 ０　 ０　 ──── ０　 ０　 ──── ２　 ９，３7２　 ９8.8９　 ０　 ０　 ０.００　

計 0 0 ──── 0 0 ──── 3 ２１,２２8 ７4.５２ 0 0 0.00 

愛媛 本 店 １１　 ９０，２００　 ５8.５7　 １１９　 ２，５４7，8００　 ６１.９５　 ５４３　 7，４４7，６９９　 8６.０8　 ０　 ０　 ０.００　
中央市場 ０　 ０　 ──── ３　 ２４，０００　 １６０.００　 7　 ５０，7０7　 １7９.77　 ０　 ０　 ０.００　
水産市場 ０　 ０　 ０.００　 １　 ５，０００　 １３.１６　 １０　 7２，１０４　 １０8.４９　 ０　 ０　 ０.００　

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

平成 ２６ 年 １０ 月分 （単位：千円）
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店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

愛媛 末 広 町 ３　 8２，０００　 ２，7３３.３３　 ２５　 ２２１，０００　 ５１.２8　 １６９　 １，０４7，００２　 8１.１９　 １　 ３，０４３　 ０.２６　
大 街 道 7　 ３０，０００　 １２５.００　 ２２　 １１7，０００　 ４１.４６　 １7０　 １，０６7，９９６　 8２.６９　 ０　 ０　 ０.００　
道 後 ３　 １６，０００　 ３１.３7　 ２０　 ２９９，３００　 7４.7３　 １１8　 １，３87，２４０　 ９６.５４　 ３　 ３３，３５7　 ２.４９　
本 町 ２　 ３，０００　 ４.２３　 ２8　 ２９９，４００　 ９４.０３　 １３０　 １，０１４，１４５　 １０１.５8　 ０　 ０　 ０.００　
三 津 浜 ２　 ４，５００　 ５.６０　 ２２　 １8９，５００　 ４３.０４　 １６２　 １，２６０，５６６　 ９９.7９　 ０　 ０　 ０.００　
立 花 ３　 ５３，９7０　 ──── ２０　 １５１，９7０　 １００.６４　 １０６　 ６６２，０78　 １３３.６7　 ０　 ０　 ０.００　
久 米 ３　 １６，０００　 ──── ３３　 ２３２，４００　 ６９.３7　 ９９　 ９４０，５４7　 ９8.５４　 １　 ３，６６４　 ０.４１　
余 戸 ０　 ０　 ０.００　 １９　 ２１３，５００　 １１３.8１　 １２１　 ９7５，５8６　 ９６.５１　 ３　 ３，8３7　 ０.４０　
鴨 川 ３　 １２，１５０　 １３５.００　 １7　 １１０，４５０　 ４５.7２　 １３7　 １，０１６，９３7　 87.78　 ６　 １０４，６６8　 ９.7４　
中 央 通 ０　 ０　 ０.００　 ９　 １１９，０8５　 ４６.４４　 ９１　 ６０９，５９１　 77.９５　 １　 ５，６１１　 ０.8１　
古 川 １　 １，５００　 ９.０９　 ２６　 ２０６，５００　 7２.９7　 １４8　 8４０，０６7　 １１１.５２　 ０　 ０　 ０.００　
桑 原 １　 ２，０００　 ５０.００　 １０　 7６，０００　 ５２.78　 87　 ３8３，7１５　 ９１.１２　 ０　 ０　 ０.００　
森 松 ４　 ２５，５００　 ３６.９６　 ３２　 ４４２，５００　 87.１１　 １78　 １，５５7，１０６　 ９４.１３　 7　 7１，４０４　 ４.６５　
空 港 通 ４　 １１，５００　 １９１.６7　 ４２　 ２１7，8００　 ９２.６０　 １２7　 ６7９，０１４　 １１３.５7　 ０　 ０　 ０.００　
石 井 １　 ５，０００　 １６.６7　 ３３　 ３０５，7００　 ５６.９５　 １7５　 １，３４7，２78　 ９7.５7　 １　 １，１１8　 ０.０９　
雄 郡 ０　 ０　 ０.００　 １５　 １５２，２００　 １４３.４５　 87　 ６６２，４０7　 １１５.４３　 ０　 ０　 ０.００　
重 信 １　 ２４，０００　 ６００.００　 ２１　 １8１，8００　 １１３.２7　 ９３　 ５３8，１7４　 １１６.５５　 ０　 ０　 ０.００　
郡 中 ２　 ６０，０００　 １６４.３8　 １8　 ２１２，０００　 ５１.３６　 ９３　 ９４５，９０7　 １０２.３０　 １　 7，６7１　 ０.8６　
久 万 ０　 ０　 ０.００　 8　 ２９，９００　 ９8.０３　 ３５　 １６０，６９7　 7４.２５　 １　 ２２，９２7　 １３.１０　
北 条 １　 ３，０００　 8.１１　 ２２　 ２２９，９００　 １９8.０２　 １１１　 ６8１，５7０　 １１０.６１　 １　 １，６8０　 ０.２５　
川 之 江 ０　 ０　 ０.００　 １３　 ２7９，３００　 １４２.５０　 １００　 8４7，５7１　 １１５.０２　 ０　 ０　 ０.００　
三 島 １　 １，０００　 ２.５7　 １7　 １１１，５００　 ３４.５６　 8９　 ５２４，９５１　 ６２.４０　 ０　 ０　 ０.００　
新 居 浜 ５　 ２２，０００　 ３９.２９　 ４０　 ４３３，５００　 8５.５０　 １78　 １，９１５，５7０　 78.６２　 ３　 ５０，５8９　 ２.４６　
新居浜東 ０　 ０　 ０.００　 ２１　 ２１３，8００　 １５０.２５　 8５　 ５7０，２１7　 １１３.１９　 ０　 ０　 ０.００　
泉 川 １　 １０，０００　 ──── ２４　 ２６３，６００　 ２００.１５　 78　 ４９１，５77　 ９8.7６　 ０　 ０　 ０.００　
西 条 ３　 １１，０００　 １２.１４　 ４２　 ３8５，３００　 １１４.９8　 ２００　 １，５３7，４２６　 ９４.88　 ４　 １９，7３９　 １.３２　
氷 見 １　 １５，０００　 ５００.００　 １２　 77，９8０　 ２78.５０　 ５０　 １77，９９６　 １１０.６３　 ０　 ０　 ０.００　
壬 生 川 ０　 ０　 ──── １１　 ５8，６００　 ４０.９8　 8０　 ４8０，１１8　 8３.９１　 ２　 １５，９４３　 ３.２９　
丹 原 １　 ４，０００　 ４４.４４　 １４　 ５５，7００　 ６8.３４　 7０　 ３５０，３９２　 ９５.９7　 ０　 ０　 ０.００　
今 治 8　 １９，３００　 １４.１４　 ５２　 ９３３，４００　 7０.６４　 ２１３　 ２，３５６，77４　 ９7.３２　 ０　 ０　 ０.００　
旭 町 １　 8，０００　 １３３.３３　 ２４　 １8１，7００　 ６０.77　 １１7　 8１４，7０8　 ９8.０２　 ３　 ９，６３３　 １.１8　
波 止 浜 ２　 １１，０００　 ２２.９２　 ２４　 ４8０，５００　 １３０.１8　 77　 ９５６，０６３　 １１９.２２　 ０　 ０　 ０.００　
伯 方 ０　 ０　 ０.００　 １５　 ６7，５００　 ３8.8２　 7３　 ５０8，77２　 8６.２５　 ０　 ０　 ０.００　
弓 削 １　 ２，５００　 8３.３３　 ６　 １５，５００　 １９.６２　 ２９　 ２０２，４１３　 8３.２６　 ０　 ０　 ０.００　
菊 間 ０　 ０　 ０.００　 １０　 ３９，０００　 １００.００　 １8　 7２，５２7　 １１４.４４　 ０　 ０　 ０.００　
吉 海 ０　 ０　 ０.００　 8　 ６３，０００　 ９２.６５　 ４２　 ２４５，９２５　 ９５.０３　 ０　 ０　 ０.００　
長 浜 ０　 ０　 ０.００　 ３　 ３２，５００　 7０.６５　 ４１　 ２１０，６０7　 ９５.３６　 ０　 ０　 ０.００　
内 子 ２　 ５，０００　 ２５０.００　 １7　 ２8１，０００　 １２０.０９　 78　 7１９，１４０　 ９8.88　 ０　 ０　 ０.００　
大 洲 ２　 ４，０００　 １２.１２　 ２３　 １２０，５００　 ３６.６５　 １２３　 8４６，１３５　 87.５２　 ４　 ５３，8２7　 ６.０8　
八 幡 浜 １　 １，０００　 7.１４　 ２１　 ２０６，１００　 ５１.６２　 １３１　 １，０１２，４０９　 １００.２１　 ３　 １０，６５９　 １.０４　
三 瓶 ０　 ０　 ０.００　 8　 １8３，５００　 １５５.５１　 ３４　 ３7０，６１7　 １０２.２９　 ０　 ０　 ０.００　
川 之 石 １　 ２０，０００　 ──── 7　 ４２，０００　 ４５.４１　 ３６　 １９４，３６０　 8２.６7　 ０　 ０　 ０.００　
野 村 ０　 ０　 ０.００　 ３　 ５５，０００　 １６４.１8　 ３３　 ２２５，０６8　 ９8.５１　 ０　 ０　 ０.００　
卯 之 町 ０　 ０　 ０.００　 ９　 ９１，９００　 ３３６.３8　 8１　 ６２１，２９５　 8９.7１　 ０　 ０　 ０.００　
宇 和 島 ０　 ０　 ０.００　 ２２　 ３５５，３００　 ６7.7６　 １8１　 １，7４7，０５7　 8３.５7　 ４　 １０，０78　 ０.５５　
近 永 ０　 ０　 ０.００　 7　 １０7，５００　 78.１8　 ６６　 ４8９，９６１　 ９３.３１　 ０　 ０　 ０.００　
吉 田 ２　 １４，０００　 ──── 7　 ３９，8００　 １３５.8４　 ４５　 １９６，8０５　 １０１.０３　 ０　 ０　 ０.００　
岩 松 ０　 ０　 ０.００　 ４　 １３，２００　 ６４.３９　 ３５　 １１３，０１8　 ９５.６１　 ０　 ０　 ０.００　
城 辺 １　 ２，０００　 ５.００　 １９　 １９8，２００　 １7６.９６　 ５２　 ３９２，６１５　 １２１.7５　 １　 8０２　 ０.２２　
宇和島南 ０　 ０　 ０.００　 １４　 78，０００　 ６7.９４　 7６　 ３３６，０２7　 ９8.４９　 ０　 ０　 ０.００　
見 奈 良 １　 ４，０００　 8０.００　 ６　 ４３，０００　 ６５.０５　 7３　 ４４２，０６7　 ９１.２４　 ０　 ０　 ０.００　
今 治 東 １　 １，０００　 ４０.００　 １３　 ５１，５００　 ４９.２8　 ５8　 ２６４，６7９　 ６０.６8　 １　 8，２7３　 ２.９９　
湯 築 １　 ３，０００　 １２.００　 ６　 ３４，０００　 ９7.１４　 ２7　 ９7，３8９　 １１５.8５　 ０　 ０　 ０.００　
松山駅前 ２　 ２，５００　 １２５.００　 １５　 ３３，１００　 ９7.３５　 ６４　 ２５４，５５２　 ９６.９8　 ０　 ０　 ０.００　
味 生 ２　 １６，０００　 １４５.４５　 ９　 ３7，６３０　 ９０.４６　 ５４　 １６５，５8１　 １０8.7０　 ０　 ０　 ０.００　
松 末 ２　 ４，５００　 ５６.２５　 １６　 ６９，５００　 7５.３０　 ６５　 ３６３，３０４　 ９４.8９　 ０　 ０　 ０.００　
中 萩 ０　 ０　 ──── １６　 ６９，６００　 7１.３8　 78　 ２９１，２３５　 ６7.４４　 ０　 ０　 ０.００　

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

平成 ２６ 年 １０ 月分 （単位：千円）
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保証状況

店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

愛媛 日 高 １　 ２０，０００　 ６３.４９　 １３　 １５６，９００　 8１.６8　 8３　 ４78，１０５　 ９8.３２　 １　 １，8３６　 ０.４０　
三津浜東 １　 １，8４２　 ３６.8４　 7　 １7，8４２　 ４１.４９　 ２３　 7１，４９５　 １３7.２7　 ０　 ０　 ０.００　
金 生 １　 ５，０００　 １００.００　 １４　 １４7，５００　 ２7３.１５　 ５０　 ３２０，６０１　 １２９.０8　 ０　 ０　 ０.００　
中 之 庄 ０　 ０　 ──── １２　 １３３，０００　 １88.６５　 ４１　 ２３４，２7６　 ９６.５8　 ０　 ０　 ０.００　
飯 岡 ２　 １２，０００　 ４００.００　 8　 ６６，０００　 ６２8.５7　 ４３　 １４３，１１５　 １３０.２8　 ０　 ０　 ０.００　
川 内 １　 ２，０００　 ──── ９　 １３６，０００　 １００.６５　 ６３　 ４１7，４３５　 １１９.77　 ２　 ３，９8６　 １.０２　
桜 井 １　 １０，０００　 ──── １０　 87，１００　 ４９.77　 ５６　 ２９０，7９６　 7６.２２　 ０　 ０　 ０.００　
松 前 １　 8，０００　 ──── １９　 １４４，５００　 １５２.９１　 8４　 ５９8，９１４　 １１１.９7　 ０　 ０　 ０.００　
姫 原 ０　 ０　 ──── ３　 ６，５００　 １8０.５６　 １５　 １7，３６４　 ２９４.１１　 ０　 ０　 ０.００　
土 居 ０　 ０　 ──── ４　 ２４，０００　 ３３.３３　 ５１　 ４２１，7４３　 8５.６7　 ０　 ０　 ０.００　
砥 部 ３　 ５，０００　 ──── １６　 77，8００　 ５９.7１　 ５３　 ４４１，４４２　 ９２.8０　 ２　 ５３，５０９　 １１.２２　
来 住 １　 ４，３００　 １０.４９　 ２０　 １7５，９００　 8１.２５　 77　 ４９５，０２９　 ９６.６２　 ０　 ０　 ０.００　

計 １0６ ６8９,２６２ 4６.７１ １,２７8 １3,５６0,4５７ ７５.９0 ６,５６６ ５0,６8５,3６8 ９3.６3 ５６ 4９７,8５５ 0.９8 

高知 松 山 ０　 ０　 ──── １　 １５，０００　 １６.４３　 ４０　 ３２7，２78　 ９０.４8　 １　 ５５５　 ０.１7　
今 治 ０　 ０　 ──── ４　 ５３，０００　 ４３.8０　 ５２　 ３8３，４１９　 8２.６２　 ０　 ０　 ０.００　
新 居 浜 １　 １，５００　 ５.５６　 １０　 7４，６００　 ９３.8４　 ５7　 ４３３，7９６　 7５.０９　 １　 ６，7２０　 １.４４　
八 幡 浜 ４　 ６２，６００　 １，２５２.００　 ５　 8２，６００　 ３４４.１7　 ２7　 １５６，０３１　 ９7.２０　 ２　 ３，78６　 ２.５４　
宇 和 島 ０　 ０　 ０.００　 ５　 ２６，５００　 ３１１.7６　 ４５　 １４０，４１９　 8３.５６　 ０　 ０　 ０.００　
城 辺 ２　 １7，０００　 １，7００.００　 ３　 １8，０００　 ６３.９４　 ２５　 １３５，３１９　 87.7０　 ０　 ０　 ０.００　

計 ７ 8１,１00 ２0７.９５ ２8 ２６９,７00 ７６.５２ ２4６ １,５７６,２６２ 83.５６ 4 １１,0６１ 0.６8 

徳島 松 山 ０　 ０　 ──── 8　 7２，０００　 １０１.４１　 ３３　 ３7２，６8１　 １０９.87　 １　 １，２１４　 ０.３４　
今 治 ０　 ０　 ０.００　 １２　 ３１３，０００　 ９１.５２　 ９５　 7３５，０２３　 77.９９　 ２　 ４，４8０　 ０.５５　

計 0 0 0.00 ２0 38５,000 ９3.２２ １２8 １,１0７,７04 8６.43 3 ５,６９4 0.4９ 

香川 松 山 ０　 ０　 ──── １４　 ２２０，４００　 ２１９.３０　 １１４　 １，０４8，8１６　 8２.９7　 ２　 ４，１7３　 ０.４１　
松 山 西 ２　 ２8，０００　 ３５.００　 １０　 ９０，０００　 ３7.４０　 8１　 ６９２，０8６　 8２.５９　 ０　 ０　 ０.００　
今 治 ０　 ０　 ０.００　 １8　 ２４３，０００　 １４２.１１　 １２8　 １，２４３，０６３　 7４.９１　 ０　 ０　 ０.００　
西 条 ３　 ４４，０００　 １，４６６.６7　 １４　 １8９，５００　 １78.２7　 87　 ６78，０３５　 8０.7６　 ０　 ０　 ０.００　
新 居 浜 ３　 ３０，５００　 １２２.００　 ２３　 ２９１，９００　 8６.６２　 １１２　 １，２8９，8１９　 87.１7　 ０　 ０　 ０.００　
三 島 １　 ２，０００　 ２６.６7　 １０　 ５7，５５０　 ４４.１０　 ６５　 ４５２，５8９　 ９５.8６　 ０　 ０　 ０.００　
川 之 江 ２　 ６，３００　 １４０.００　 １６　 ３４９，３００　 ９8３.９４　 ９8　 １，２９９，４２１　 ９５.8０　 ０　 ０　 ０.００　
大 洲 １　 ５，０００　 ──── ９　 ６０，０００　 １０7.１４　 ４５　 ２０６，8０３　 １０９.２7　 ０　 ０　 ０.００　
八 幡 浜 ２　 7，１００　 ──── ３　 １０，１００　 ２４.０５　 ４４　 １６６，６４４　 7２.１7　 ０　 ０　 ０.００　
宇 和 島 ４　 7５，０００　 ──── １7　 ２１１，０００　 ２９１.０３　 7１　 ４６５，９２４　 １１7.９５　 ０　 ０　 ０.００　
岩 松 ０　 ０　 ──── ２　 8０，０００　１，０００.００　 ２8　 ２０４，９０５　 １２１.０8　 ０　 ０　 ０.００　

計 １8 １９７,９00 １3６.９６ １3６ １,80２,７５0 １38.６8 8７3 ７,７48,１0５ 8７.１２ ２ 4,１７3 0.0５ 

もみじ 因島田熊 １　 １０，０００　 ──── １　 １０，０００　２，５００.００　 １　 ２６8　 ６7.００　 ０　 ０　 ０.００　
計 １ １0,000 ──── １ １0,000 ２,５00.00 １ ２６8 ６７.00 0 0 0.00 

愛媛信用 本 店 １１　 ４１，０００　 ４１０.００　 ４９　 ２９7，8００　 １7０.8５　 １９１　 87４，６５６　 １０５.９２　 ３　 ９，５２５　 １.１7　
城 東 ２　 ３，５００　 ──── １５　 ６５，０００　 ２１６.６7　 ６０　 ２６２，５３8　 １００.４３　 ０　 ０　 ０.００　
松山本町 １　 ５００　 ２.５０　 ２１　 １１５，０００　 １7９.４１　 8４　 ３５8，５３２　 １０１.９０　 ０　 ０　 ０.００　
道 後 ２　 ４，０００　 ２００.００　 １９　 ６３，５００　 １１５.77　 ６7　 ２8９，９３３　 ９7.９7　 ０　 ０　 ０.００　
土 橋 ３　 ３５，０００　 ──── １7　 8２，９５０　 １7６.４９　 ５０　 １77，５９7　 8５.7１　 ０　 ０　 ０.００　
東環束本 １　 ２，５００　 7１.４３　 ３２　 １２９，５００　 ３４7.１8　 １０8　 ４５９，４２６　 ９０.１４　 １　 １９，０２０　 ４.１０　
久 米 ３　 １３，０００　 １０１.５６　 １7　 １１６，7００　 ６９.１４　 7４　 ４87，３8６　 １１０.8３　 ０　 ０　 ０.００　
潮 見 ２　 ４，０００　 １６０.００　 ２２　 １９３，３００　 １９３.３０　 7１　 ３６５，２６２　 １１４.３５　 ０　 ０　 ０.００　
余 戸 ４　 １7，０００　 ──── １7　 １２４，０００　 ２０３.２8　 ３６　 ２６９，２９8　 １２４.３１　 ０　 ０　 ０.００　
湊 町 ０　 ０　 ──── １　 ５００　 ──── ２　 １，１０7　 １３１.7３　 ０　 ０　 ０.００　
中 央 通 ２　 ５，０００　 ──── １５　 ５8，５００　 １8９.３２　 ３５　 １２６，２8２　 １０２.２０　 ２　 ２，５６２　 ２.１１　
石 井 ５　 ３３，０００　 １，６５０.００　 ３４　 ２６６，7００　 ２６8.8５　 １２０　 8５３，０２６　 １０４.５４　 ０　 ０　 ０.００　
平 井 ３　 7，２００　 ──── ３４　 ９１，６００　 8３.６５　 ６１　 ２４４，９7０　 １２９.９7　 ０　 ０　 ０.００　
斉 院 ３　 １２，０００　 １，7１４.２９　 １４　 ４３，６００　 ２５０.５7　 ５１　 １０１，88１　 88.０６　 ０　 ０　 ０.００　
土 居 田 ２　 ５，０００　 ５００.００　 １６　 ３６，０００　 ６９.９０　 ６０　 １8３，３５９　 8９.０５　 １　 １０，３０５　 ５.５7　

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

平成 ２６ 年 １０ 月分 （単位：千円）
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店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

愛媛信用 立 花 ４　 ２６，０００　 ──── ２０　 １１５，０２０　 ３8３.４０　 ４１　 ２５５，8６６　 １１7.１６　 ０　 ０　 ０.００　
砥 部 ２　 ４，５００　 ３４.６２　 ２7　 １8２，５００　 １９９.４５　 ９３　 ３87，１９６　 １１３.２５　 １　 １，77３　 ０.５２　
横 河 原 １　 １，０００　 ──── ９　 ４１，２００　 ４５7.78　 ３３　 １４０，２０９　 １１４.０９　 ０　 ０　 ０.００　
久 万 ０　 ０　 ０.００　 7　 ４６，５００　 １９３.7５　 ２９　 １６１，２２４　 １０１.５３　 １　 ６，５００　 ４.０４　
今 治 ９　 ６8，６００　 8０7.０６　 ４４　 ２7１，６００　 １９４.7０　 １7６　 ９５１，９９３　 ９５.０２　 １　 ４，０５7　 ０.４３　
本 町 ０　 ０　 ０.００　 １２　 ６7，０００　 ９６.8２　 ３7　 ２００，１６8　 １１２.１8　 ０　 ０　 ０.００　
常 盤 町 ３　 ６，５００　 ６５.００　 ２１　 １５６，５００　 ２３５.５２　 ９２　 ３２４，7５９　 １０２.１４　 ５　 ２３，２０２　 8.５２　
鳥 生 ２　 １６，０００　 １６０.００　 １３　 １０7，５００　 １４９.５１　 ５０　 ２8３，６４９　 １２６.１7　 ０　 ０　 ０.００　
波 止 浜 ５　 ３２，０００　 7２.7３　 １９　 １６１，０００　 ２９8.１５　 7３　 787，7４8　 １１３.7１　 ０　 ０　 ０.００　
喜 田 村 ６　 １９，０００　 １４６.１５　 ３１　 １7２，8００　 ４００.００　 １１５　 ３8４，５２8　 １０９.４９　 ０　 ０　 ０.００　
壬 生 川 １　 ２，０００　 ６.２５　 ２３　 １7１，５００　 １４３.５１　 １０１　 ４６４，３１２　 １０１.４7　 ０　 ０　 ０.００　
丹 原 ２　 7，０００　 １００.００　 8　 ４０，５００　 １１３.7６　 ３６　 １５５，7２４　 １０５.３６　 ０　 ０　 ０.００　
菊 間 ０　 ０　 ──── ２　 ６，４６０　 ４３０.６7　 ２０　 ４２，２8３　 ９４.０２　 ０　 ０　 ０.００　
大 西 ２　 ４０，０００　 ──── １６　 １２２，５００　 ２２２.7３　 ５５　 ２7１，９６8　 8３.６１　 ０　 ０　 ０.００　
八 幡 浜 １　 １２，０００　 ６００.００　 １６　 １９３，０００　 ９５.０7　 7２　 ４９０，６９8　 １１8.7６　 ０　 ０　 ０.００　
江 戸 岡 ０　 ０　 ０.００　 7　 ３６，０００　 8３.7２　 ２１　 8５，５7９　 １０１.77　 ０　 ０　 ０.００　
大 洲 １　 １，５００　 ──── ９　 １１２，６8０　 ２０６.7５　 ４２　 ２88，５２０　 １０５.６２　 ０　 ０　 ０.００　
野 村 ０　 ０　 ──── ４　 １６，４００　 ６8.３３　 ３５　 １１９，8９６　 8０.４8　 １　 １，６8２　 １.４０　
宮 西 ２　 ６，５００　 １３０.００　 １４　 77，０００　 ２９１.６7　 ２8　 １０５，４３４　 １１２.３３　 ０　 ０　 ０.００　
今治立花 ２　 １１，５００　 8５.１９　 １３　 ６０，7００　 １０３.7６　 ６8　 １7５，３１２　 88.１９　 ３　 7，５９7　 ４.２３　
朝 生 田 ３　 １３，０００　 １６２.５０　 ２３　 １０１，２４０　 １３２.３４　 ５４　 ２３０，６１４　 １０６.２３　 ０　 ０　 ０.００　
川 内 ２　 １０，０００　 ──── 7　 ２３，7５０　 １３９.7１　 ３４　 ２０４，３１４　 ９４.２8　 ３　 １０，２8２　 ５.００　
とべ中央 １　 ３，０００　 8９.５５　 １8　 １５５，２００　 １7６.87　 7６　 ２8５，６５３　 １２０.２９　 ２　 １０，００２　 ３.77　
垣 生 ２　 ５，４００　 ６３.３１　 ２２　 １３３，２００　 ２２8.３６　 7２　 ３１９，５９7　 ９９.２６　 ０　 ０　 ０.００　
雄 郡 １　 ２，５００　 １５.１５　 １２　 ３６，０００　 ４９.7９　 ４５　 １６４，９7５　 １００.３４　 ０　 ０　 ０.００　
和 泉 １　 ５，０００　 ──── ２２　 8０，３００　 １２０.7５　 8６　 ３０8，６１０　 １０５.９９　 ０　 ０　 ０.００　
港 南 ０　 ０　 ──── 8　 ５２，１００　 １8２.8１　 ３９　 １77，３５7　 １０7.7９　 ０　 ０　 ０.００　
郡 中 １　 ６００　 ３０.００　 ２１　 ９４，8００　１，１8５.００　 ５３　 １５９，９６２　 １３３.６３　 ０　 ０　 ０.００　
松 前 １　 ２３，０００　 ４６０.００　 8　 ５7，３００　 ３２３.7３　 ３２　 １8０，９６１　 １２１.78　 ０　 ０　 ０.００　
北 条 １　 １，０００　 １４.２９　 １２　 ４２，０００　 １２０.００　 ４４　 ９９，５１５　 ９２.６１　 １　 １，０５３　 １.０8　
溝 辺 ４　 7，９００　 ４９.３8　 ２６　 １２０，３００　 １９４.０３　 ５４　 ２１０，９１９　 １０９.7６　 ０　 ０　 ０.００　
三 津 浜 ３　 １１，５００　 １４３.7５　 ２１　 7６，8５０　 １２２.９６　 ５１　 １8１，９０３　 ９０.４３　 ０　 ０　 ０.００　
住 吉 １　 ３，５００　 ──── １５　 ４９，５００　 １２６.９２　 ４３　 １88，６５４　 ９４.7０　 ０　 ０　 ０.００　
味 生 ４　 １４，５００　 ２，９００.００　 １１　 ３２，０００　 78.６２　 ３５　 77，１7４　 ９９.６１　 ０　 ０　 ０.００　
西 条 ３　 ６，０００　 ６００.００　 １３　 ６２，０００　 ３２.６8　 １１６　 ６8４，１１５　 ９３.０５　 １　 ２，２５９　 ０.３２　
新 居 浜 7　 ６６，６００　 ５３２.8０　 ２7　 ２０５，５００　 ２３４.６7　 １１６　 ３87，５7２　 １０３.２６　 ２　 ２，６77　 ０.６９　
き し ２　 ６，５００　 ２7.６６　 １8　 7２，０００　 ５8.8２　 7３　 ２９３，１３7　 ９３.６7　 ０　 ０　 ０.００　
中 萩 ０　 ０　 ０.００　 １7　 ６９，４００　 77.５４　 ６２　 １8０，7０8　 １０7.５7　 ０　 ０　 ０.００　
三 島 １　 7，０００　 ──── 7　 ４９，8００　 １１２.１６　 ２４　 １１６，7４１　 １２7.５7　 ０　 ０　 ０.００　
川 之 江 ０　 ０　 ──── ６　 ３０，8５０　 ６４.２7　 １６　 ６５，8０４　 １４９.６8　 ０　 ０　 ０.００　

計 １２５ ６２3,800 １７4.0６ ９５２ ５,38７,１00 １５3.0９ 3,4１２ １５,６５0,６0２ １03.９２ ２8 １１２,4９６ 0.７５ 

川之江 本 店 ０　 ０　 ──── ６　 ４０，５００　 8６.１7　 ３３　 ２２２，8９５　 ９8.９６　 ０　 ０　 ０.００　
上 分 ０　 ０　 ──── ２　 １４，０００　 １２.０7　 ３０　 １４7，３１１　 ９２.３５　 ０　 ０　 ０.００　
三 島 ０　 ０　 ──── ２　 ９，０００　 ６９.２３　 ２０　 87，88６　 7２.９２　 ０　 ０　 ０.００　

南 １　 ３，０００　 ３０.００　 7　 7１，０００　 １５7.78　 ３8　 ２９３，１３５　 7６.１９　 ０　 ０　 ０.００　
東 ０　 ０　 ──── ５　 １９，０００　 ４8.7２　 ２０　 １０６，９６０　 88.５０　 ０　 ０　 ０.００　
西 ０　 ０　 ──── ３　 ６２，０００　 ４４２.8６　 ３９　 ２２３，8３５　 78.９１　 １　 ４４，９４４　 １９.９４　
計 １ 3,000 30.00 ２５ ２１５,５00 ７8.６５ １80 １,08２,0２２ 83.５8 １ 44,９44 4.１4 

東予信用 本 店 １　 ３，０００　 ２１.２8　 １５　 ５３，６５０　 7０.３１　 8２　 ２５４，４３５　 8５.１０　 ３　 8，３５６　 ３.１8　
泉 川 ０　 ０　 ０.００　 ２　 ３，０００　 ６.４５　 ４６　 １５０，２３５　 8１.7２　 ０　 ０　 ０.００　
川 東 １　 １，３００　 ──── ３　 ３４，３００　 ３０.９０　 ５7　 ３7４，３６６　 8９.６６　 ０　 ０　 ０.００　
三 島 １　 8，０００　 ──── 7　 ５９，０００　 ３４7.０６　 ３６　 １４３，６０8　 8５.６２　 １　 ３９０　 ０.２7　
松 柏 １　 １，０００　 ５０.００　 ２　 ５，０００　 １６６.６7　 １２　 ２２，7６２　 ９7.６５　 ０　 ０　 ０.００　
寒 川 １　 ２，５００　 ──── 7　 ３９，９００　 ３６２.7３　 ２7　 ９０，２５8　 ９４.３５　 ０　 ０　 ０.００　
西 条 ０　 ０　 ０.００　 １　 ２，５００　 ４.7３　 ４４　 １４５，５５8　 ９６.１３　 ０　 ０　 ０.００　

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

平成 ２６ 年 １０ 月分 （単位：千円）
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保証状況

店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

東予信用 小 松 １　 ３０，０００　 １，５００.００　 8　 ５３，２００　 ３４３.２３　 ２９　 １００，88３　 １３１.7２　 ０　 ０　 ０.００　
中 萩 ０　 ０　 ０.００　 ２　 １２，０００　 ３8.7１　 ２５　 7０，7６7　 １３４.５２　 ０　 ０　 ０.００　
喜 多 川 ０　 ０　 ０.００　 ２　 ６，7００　 77.９１　 １7　 ３１，５３５　 １１8.8０　 ０　 ０　 ０.００　
新居浜駅 １　 ２，０００　 ２５.００　 ３　 １０，０００　 １8.87　 ４０　 １7４，２０４　 ９０.０7　 ０　 ０　 ０.００　

計 ７ 4７,800 １１0.3９ ５２ ２７９,２５0 ６５.６0 4１５ １,５５8,６１１ ９２.3６ 4 8,７4６ 0.５５ 

宇和島 本 店 ２　 7，０００　 ２３.３３　 ２５　 １8０，９００　 １３５.３０　 １8０　 ６９０，7４４　 ９５.６５　 ０　 ０　 ０.００　
恵美須町 ０　 ０　 ０.００　 １7　 １６２，０００　 8２.９４　 １４１　 ５１8，００8　 ９２.００　 ４　 7，8５7　 １.５２　
新 橋 １　 １，０００　 ４０.００　 １３　 ４２，４００　 ５６.１６　 １０１　 ２６１，7２４　 １１２.９２　 １　 ２２１　 ０.０8　
城 南 ０　 ０　 ０.００　 ６　 １４，8００　 ４１.６９　 ５４　 １１０，６６３　 ９４.４３　 ０　 ０　 ０.００　

来 １　 ２，０００　 ──── １０　 ３１，３００　 7０.３４　 ５7　 １６7，３7９　 ９２.５１　 ０　 ０　 ０.００　
泉 町 ０　 ０　 ──── ９　 １8，０００　 ４7３.６8　 ５６　 １３４，０３６　 8４.４２　 ０　 ０　 ０.００　
吉 田 ０　 ０　 ──── ５　 ９，４００　 １５２.8５　 ４０　 7９，０６7　 ９8.６５　 ０　 ０　 ０.００　
南 宇 和 ０　 ０　 ０.００　 ２　 ３３，０００　 ５６.９０　 ３６　 ２６９，０４９　 ９２.５２　 ０　 ０　 ０.００　
三 間 ０　 ０　 ──── ６　 ３５，５００　 １４４.３１　 ３４　 ９7，３９６　 １００.６３　 ０　 ０　 ０.００　
卯 之 町 ０　 ０　 ０.００　 ３　 7，５００　 ５０.００　 ４６　 ２２５，４５０　 ９8.５8　 ０　 ０　 ０.００　

計 4 １0,000 １９.２3 ９６ ５34,800 ９0.33 ７4５ ２,５５3,５１５ ９５.６3 ５ 8,0７8 0.3２ 

商工中金 松 山 １　 ２，４００　 ４２.8６　 １１　 ９４，６４０　 ３９.９２　 7３　 8６２，０１8　 ９９.０５　 ０　 ０　 ０.００　
高 松 ０　 ０　 ０.００　 １　 １２，０００　 １５０.００　 １　 １１，５６8　 ──── ０　 ０　 ０.００　

計 １ ２,400 １７.６５ １２ １0６,６40 43.５１ ７4 8７3,５8６ １00.38 0 0 0.00 

単一農協 愛媛南農 ０　 ０　 ──── ０　 ０　 ──── ４　 ３，7６５　 ６7.３8　 ０　 ０　 ０.００　
越智今農 ０　 ０　 ──── １　 ２，５００　 ──── １　 ２，４５8　 １４8.９7　 ０　 ０　 ０.００　
うま農協 ０　 ０　 ──── ０　 ０　 ──── １　 ６，8００　 7３.９１　 ０　 ０　 ０.００　

計 0 0 ──── １ ２,５00 ──── ６ １3,0２3 ７8.２0 0 0 0.00 

総合計 ５0５ 4,５２8,２１２ 80.７７ 4,６２６ 48,６04,２4１ 88.88 ２4,７3５ ２03,６５3,９６3 ９５.１２ １６５ １,330,088 0.６５ 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

平成 ２６ 年 １０ 月分 （単位：千円）
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　平成 ２６ 年 １０ 月末の「優良ランク保証Ⅱ（グッド ３０００）」の金融機関別保証承諾実績及び店舗別保証
承諾実績ランキングは次のとおりとなりました。

順
位 金　融　機　関　名

当年度保証承諾（累計）

件数 金　額（千円）

１ 愛 媛 銀 行 本店営業部 ２９ 7０３，０００
２ 伊 予 銀 行 大洲支店 ２０ ３7０，０００
3 伊 予 銀 行 本町支店 １６ ３５8，０００
4 伊 予 銀 行 本店営業部 １４ ３５６，０００
５ 伊 予 銀 行 西条支店 １６ ３１９，０００
６ 伊 予 銀 行 空港通支店 １３ ３０５，０００
７ 伊 予 銀 行 日吉支店 １５ ３０５，０００
8 伊 予 銀 行 新居浜支店 １４ ３０２，５００
９ 伊 予 銀 行 宇和島支店 １０ ２４０，０００
１0 伊 予 銀 行 問屋町支店 １１ ２３０，０００

「優良ランク保証Ⅱ（グッド 3000）」の保証承諾実績

金　融　機　関
保　　　証　　　承　　　諾

当　　月　　中 当月末（当年度累計）
件数 金　額（千円） 件数 金　額（千円）

み ず ほ 銀 行 ０　 ０　 １　 ３０，０００　
三 井 住 友 ０　 ０　 ０　 ０　
三 井 住 友 信 託 ０　 ０　 ０　 ０　
三 菱 東 京 U F J 銀 行 ０　 ０　 ０　 ０　
伊 予 銀 行 ３３　 7４8，０００　 ３３５　 ６，8５０，３００　
四 国 銀 行 ０　 ０　 7　 １５１，０００　
百 十 四 銀 行 １　 １０，０００　 ６　 8０，０００　
阿 波 銀 行 ０　 ０　 ０　 ０　
広 島 銀 行 ３　 8０，０００　 ２8　 ５９１，０００　
中 国 銀 行 ０　 ０　 ０　 ０　
山 口 銀 行 ０　 ０　 ３　 ５7，０００　
西 日 本 銀 行 ０　 ０　 ０　 ０　
愛 媛 銀 行 ５　 78，０００　 １8０　 ３，９６7，５００　
香 川 銀 行 ４　 8０，０００　 １９　 ３３９，０００　
高 知 銀 行 １　 ３０，０００　 ４　 7９，０００　
徳 島 銀 行 ０　 ０　 ３　 ６０，０００　
愛 媛 信 金 7　 １３8，０００　 7６　 １，３１６，０００　
川 之 江 信 金 ０　 ０　 ０　 ０　
東 予 信 金 ０　 ０　 ０　 ０　
宇 和 島 信 金 ０　 ０　 １　 ３０，０００　
商 工 中 金 ０　 ０　 １　 8，０００　
県 信 農 連 ０ ０ ０ ０

総　　　合　　　計 ５４　 １，１６４，０００　 ６６４　 １３，５５8，8００　

10
ベスト

保証承諾額累計

◆店舗別保証承諾実績ランキング

◆金融機関別保証状況　（平成 ２６ 年 １0 月分）
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保証状況

順
位 金　融　機　関　名

当年度保証承諾（累計）

件数 金　額（千円）

１ 伊 予 銀 行 大洲支店 ２ ５０，０００
２ 伊 予 銀 行 長浜支店 ２ ４０，０００
3 伊 予 銀 行 郡中支店 ２ ２４，０００
4 伊 予 銀 行 日吉支店 １ ３０，０００
4 愛 媛 銀 行 北条支店 １ ３０，０００
６ 伊 予 銀 行 大街道支店 １ ２０，０００
６ 愛 媛 銀 行 金生支店 １ ２０，０００
8 伊 予 銀 行 大洲本町支店 １ １５，０００
９ 伊 予 銀 行 伯方支店 １ １０，０００
９ 伊 予 銀 行 森松支店 １ １０，０００

順
位 金　融　機　関　名

当年度保証承諾（累計）

件数 金額（千円）

１１ 伊 予 銀 行 八幡浜支店 １１ ２２０，０００
１２ 伊 予 銀 行 余戸支店 １０ ２１５，０００
１3 愛 媛 銀 行 今治支店 7 １９３，０００
１4 伊 予 銀 行 郡中支店 ９ １8２，０００
１５ 広 島 銀 行 今治支店 ９ １8０，０００
１６ 伊 予 銀 行 川之江支店 7 １77，０００
１７ 伊 予 銀 行 今治支店 7 １7０，０００
１8 愛 媛 銀 行 新居浜支店 ６ １４8，０００
１９ 広 島 銀 行 伊予西条支店 7 １３５，０００
２0 香 川 銀 行 宇和島支店 7 １３５，０００
２１ 伊 予 銀 行 大街道支店 7 １３２，０００
２２ 愛 媛 銀 行 宇和島支店 ４ １２０，０００
２3 伊 予 銀 行 道後支店 ６ １２０，０００
２4 愛 媛 銀 行 川内支店 ４ １２０，０００
２５ 伊 予 銀 行 角野支店 ５ １１7，０００
２６ 愛 媛 銀 行 旭町支店 ５ １１7，０００
２７ 愛 媛 銀 行 雄郡支店 ６ １１7，０００
２8 広 島 銀 行 三島支店 ５ １１６，０００
２９ 愛 媛 銀 行 三津浜支店 7 １１６，０００
30 伊 予 銀 行 椿支店 ５ １１１，５００

順
位 金　融　機　関　名

当年度保証承諾（累計）

件数 金額（千円）

3１ 広 島 銀 行 松山支店 ４ １１０，０００
3２ 伊 予 銀 行 松山駅前支店 ５ １１０，０００
33 愛 媛 信 用 本店営業部 ５ １１０，０００
34 愛 媛 銀 行 川之江支店 ４ １１０，０００
3５ 伊 予 銀 行 横河原支店 ５ １０8，０００
3６ 伊 予 銀 行 森松支店 8 １０４，０００
3７ 愛 媛 銀 行 松前支店 ６ １０２，０００
38 愛 媛 銀 行 泉川支店 ４ １００，０００
3９ 愛 媛 銀 行 八幡浜支店 ４ １００，０００
40 伊 予 銀 行 福音寺支店 ５ １００，０００
4１ 愛 媛 銀 行 重信支店 ４ ９8，０００
4２ 伊 予 銀 行 石井支店 ４ ９５，０００
43 伊 予 銀 行 小栗支店 ５ ９３，０００
44 愛 媛 銀 行 久米支店 ５ ９２，０００
4５ 伊 予 銀 行 三津浜支店 ４ ９０，０００
4６ 愛 媛 銀 行 北条支店 ４ ９０，０００
4７ 香 川 銀 行 松山支店 ４ 8９，０００
48 伊 予 銀 行 壬生川支店 ４ 87，０００
4９ 愛 媛 銀 行 来住支店 ３ 8６，０００
５0 愛 媛 銀 行 郡中支店 ４ 8５，０００

10
ベスト

新規保証先利用件数

　「優良ランク保証Ⅱ（グッド ３０００）」では、金融機関店舗別の保証承諾実績に応じ
て特別預託を実施します。
　平成 ２６ 年度は次の基準で特別預託を実施しますので、「優良ランク保証Ⅱ（グッ
ド ３０００）」の利用促進にご協力くださいますようお願いいたします。
１．特別預託基準

（１）平成 ２６ 年度における「優良ランク保証Ⅱ（グッド ３０００）」の保証承諾累計
額が上位 １０ 位以内の金融機関店舗に対しては、１店舗当たり ５，０００ 万円
を預託します。

（２）平成 ２６ 年度における「優良ランク保証Ⅱ（グッド ３０００）」の保証承諾累
計額が上位 １１ 位から ５０ 位以内の金融機関店舗に対しては、１ 店舗当たり 
１，０００ 万円を預託します。

（３）平成 ２６ 年度において、「優良ランク保証Ⅱ（グッド ３０００）」による新規保
証先（注）の利用件数が上位 １０ 位以内の金融機関店舗に対しては、１ 店舗
当たり １，０００ 万円を預託します。なお、上記（１）、（２）に該当する場合は
預託額を加算します。

　　（注）「新規保証先」とは、３ 年以上保証が無い先の保証を行った先となり
ます。

　上記（１）、（２）において、保証承諾額が同額の場合は、本商品以外も含む当
年度の全承諾累計額が大きい店舗を上位とし、上記（３）において、保証承諾
件数が同数の場合は、本商品の保証承諾額が大きい店舗を上位とする予定です。

２．預託時期
　　平成 ２６ 年度の特別預託は、平成 ２7 年 ６ 月に実施します。

保証承諾額累計　ベスト 11 〜 50
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※保証料率につきましては、別表「信用保証料率表」をご覧下さい。

１．一 般 保 証（※別枠保証併用制度も含む）
　① 一般・提携および統一制度

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

一
　
　
　
　
般
　
　
　
　
保
　
　
　
　
証

１ 普　 通　 保　 証 中　 小　 企　 業　 者
運転 個人・会社　　　　　２8，０００

組　　　合　　　　　４8，０００

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １５ 年以内
（ 特別 ２０ 年以内 ） 必要に応じ徴求

２ 特 別 小 口 保 証 小 規 模 企 業 者
運転

個人・会社・組合　　０１，２５０
５ 年以内 徴求しない

設備 7 年以内 徴求しない

3 小 口 保 証 小 企 業 者 運転
設備 個人・会社・組合　　００，０５０ ３ 年以内

原則として徴求しない

必要に応じ徴求

4 風俗営業飲食業保証 中　 小　 企　 業　 者 運転
設備

個人・会社　　　　　０２，０００
※協調融資先である日本政策
金融公庫の貸付金額以内

7 年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

５ 手形 ( でんさい )
割 引 根 保 証 中　 小　 企　 業　 者 運転

個人・会社　　　　　２8，０００
組　　　合　　　　　４8，０００

２ 年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

６ 手形貸付根保証 中　 小　 企　 業　 者 運転 個人・会社・組合　　０５，０００ １ 年以内
原則として徴求

必要に応じ徴求

提
　
　
携
　
　
保
　
　
証

７
中 小 企 業 金 融
円 滑 化 保 証
（スムーズ 8000）

県内に住所を有し、保証対象業種
に属する事業を営む中小企業者で
あり、金融機関の企業評価「自己
査定」において原則「正常先」の
先

運転 個人・会社・組合　　０8，０００

7 年以内
（ただし、一括返済は １
年以内。また、経営安
定関連保証を併用する
場合は １０ 年以内）

徴求しない

原則として徴求しない
（法人は原則として代表者のみ徴
求するが、申込人が希望し、協会
における保証料率区分が第 7 区分
から第 ９ 区分の場合に限り不要）

8 小 口 連 携 保 証
（トライアングル１000）

県内に住所を有し、保証対象業種
に属する事業を営む会社・個人（確
定申告先）で商工団体が推薦する
先であり、所定の資格要件を満た
す先

運転 運転については月商の ２ ヶ月
が上限 ５００
※所定の資格要件を満たす先
については １，０００

５ 年以内 徴求しない

設備 7 年以内 原則として徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

９ 優良ランク保証
（バリュー ５000）

県内に本店を有し、経営内容が良
好であり、かつ今後も経営の向上
が見込まれる会社および医療法人
で、所定の資格要件を満たす先

運転
会社　　　　　　　　０５，０００

（医療法人を含む）
7 年以内

徴求しない

原則代表者 １ 名

１0 優良ランク保証Ⅱ
（グ ッ ド 3 0 0 0）

県内に本店を有し、小規模である
が財務内容が健全な会社および医
療法人で、所定の資格要件を満た
す先

運転
会社　　　　　　　　０３，０００

（医療法人を含む）
※ただし、月商の ２ ヶ月が上限

7 年以内
徴求しない

原則代表者 １ 名

全
　
国
　
統
　
一
　
保
　
証

１１ 事業者カードローン
当 座 貸 越 根 保 証 中　 小　 企　 業　 者 運転

設備
個人・会社・組合　　０２，０００
※組合は企業組合・協業組合に限る

１ 年間もしくは
２ 年間

（ 更新可 ）

原則として徴求しない

必要に応じ徴求

１２ 当座貸越（貸付
専用型）根保証 中　 小　 企　 業　 者 運転

設備
個人・会社・組合　　２8，０００
※組合は企業組合・協業組合に限る

１ 年間もしくは
２ 年間

（ 更新可 ）

原則として徴求
（ただし、５，０００ 万円以
内の場合は不要）

必要に応じ徴求

１3 長期経営資金保証 中　 小　 企　 業　 者
運転

個人・会社　　　　　２０，０００
３ 年以上 １０ 年以内 原則として徴求

設備 ３ 年以上 ２０ 年以内 必要に応じ徴求

１4 予 約 保 証
中　 小　 企　 業　 者

（ただし、対象外要件あり）

運転
設備

（※旧債決
済 資 金 は
対象外）

　　　　　　　　　　０２，０００

※ただし、小口零細企業保証制度
を利用する場合は、合計で ５００ ま
でとする

５ 年以内
（ただし、小口零細企業保
証制度を利用する場合は 7
年以内〔運転資金につい
ては ５ 年以内とする〕）
※信用保証書の有効期間
は ３６５ 日

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

融資保証制度一覧

（平成 ２６ 年 １１ 月 １ 日現在）
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融資保証制度一覧

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

全
　
国
　
統
　
一
　
保
　
証

１５ 小口零細企業保証 小 規 模 企 業 者
運転 　　　　　　　　　　０１，２５０

※ただし、既存の保証協会の保証
付融資残高〔根保証においては融
資極度額〕との合計で １，２５０ の範
囲内となる新規の保証に限る

５ 年以内 原則不要

設備 7 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

１６ 経営力強化保証

金融機関および認定経営革新
等支援機関の支援を受けつ
つ、自ら事業計画の策定並び
に計画の実行および進捗の報
告を行う中小企業者

運転
個人・会社　　　　　２8，０００

組　　　合　　　　　４8，０００

５ 年以内
必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

設備 7 年以内

借換 １０ 年以内

１７ 経営者保証ガイド
ライン対応保証

中小企業者（個人事業主は除
く）（ただし、｢経営者保証に
関するガイドライン｣ におい
て求められている対策が講じ
られている者）

運転 会　　　社　　　　　２8，０００

組　　　合　　　　　４8，０００

３ 年以内 有担保無保証人要件の
場合に限り徴求する

設備 ５ 年以内 徴求しない

　② 県　制　度 （愛媛県中小企業振興資金融資制度保証における資金の種類）

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

経
　
営
　
安
　
定
　
資
　
金

１8 一 般 資 金 中　 小　 企　 業　 者
運転 個人・会社・組合　　０５，０００

※組合転貸の場合は、１組合員あた
り１中小企業者の限度額

５ 年以内 必要に応じ徴求

設備 7 年以内 必要に応じ徴求

１９ 建設産業短期資金
建設業又は土木建築サービス業
に属する事業を営む中小企業者
および特定中小企業者（※ 1）

運転
個人・会社・組合　　０２，０００
※ただし、工事代金など返済財源を
特定したものに限る

１ 年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

２0 小 口 資 金

小 規 模 企 業 者
（ただし、特別小口保険を利用する
者にあっては、小規模企業者であっ
て、原則として引き続き ６ ヶ月以上
商工会議所等の指導を受けている
者）

運転 個人・会社・組合　　０２，０００

※ただし、運転資金および特別小口
保険利用の場合は １，２５０ とする

５ 年以内
必要に応じ徴求

（ただし、１，２５０ 万円以内
の場合は不要、特別小口
保険利用の場合は徴求し
ない）

設備 7 年以内 必要に応じ徴求
（ただし、特別小口保険利
用の場合は徴求しない）

２１ 短 期 資 金 中　 小　 企　 業　 者 運転
知事がその都度定める
※組合転貸の場合は、１ 組合員
あたり １ 中小企業者の限度額

１ 年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

２２ 小 口 零 細 企 業 資 金 小 規 模 企 業 者
運転 個人・会社・組合　　０１，２５０

※ただし、既存の保証協会の保証付融資残高
〔根保証においては融資極度額〕との合計で
１，２５０ の範囲内となる新規の保証に限る

５ 年以内 原則不要

設備 7 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

２3 経 営 指 導 特 例
小 規 模 企 業 者

（ただし、原則として引き続き ６ ヶ月以上
商工会議所等の指導を受けている者）

運転 個人・会社・組合　　０１，２５０
※ただし、既存の保証協会の保証付融資残高

〔根保証においては融資極度額〕との合計で
１，２５０ の範囲内となる新規の保証に限る

５ 年以内 原則不要

設備 7 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

２4 チ ャ レ ン ジ
企 業 支 援 資 金

認 定 中 小 企 業 者
又は

承 認 中 小 企 業 者 等
又は

海 外 投 資 関 係 保 証 を
利 用 す る 中 小 企 業 者

運転 個人・会社・組合　　０５，０００ ５ 年以内 必要に応じ徴求

設備 個人・会社・組合　　１０，０００ 7 年以内 必要に応じ徴求

新
事
業
創
出
支
援
資
金

２５ 創業等関連資金

創業等を行おうとする個人および
会社並びに創業等を行った個人お
よび会社で事業を開始（会社を設
立）した日以後 ５ 年を経過してい
ない中小企業者

運転 個人・会社　　　　　０１，５００
※ただし、創業等を行おうとする個
人および会社にあっては、自己資金
額を限度額とする

５ 年以内 徴求しない

設備 7 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）
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制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

新
事
業
創
出
支
援
資
金

２６ 創 業 関 連 資 金

創業等を行おうとする個人および
会社並びに創業等を行った個人お
よび会社で事業を開始（会社を設
立）した日以後 ５ 年を経過してい
ない中小企業者

運転 個人・会社　　　　　０１，０００
※ただし、創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，０００、創業関連
保証・支援創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，５００ が限度

５ 年以内 徴求しない

設備 7 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

２７ 支 援 創 業
関 連 保 証

創業関連資金対象者のうち経済産
業省令で定める認定特定創業支援
事業により支援を受けて創業を行
う中小企業者

運転 個人・会社　　　　　０１，５００
※ただし、創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，０００、創業関連
保証・支援創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，５００ が限度

５ 年以内 徴求しない

設備 7 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

２8 再挑戦支援資金

過去に経営状況の悪化により事業
を廃業もしくは会社を解散した経
験を有する者で、当該事業廃止の
日もしくは会社を解散した日から
５ 年を経過する前に保証の委託を
申し込みした者

運転 個人・会社　　　　　０１，０００
※ただし、創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，０００、創業関連
保証・支援創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，５００ が限度

５ 年以内 徴求しない

設備 7 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

２９ 支 援 創 業
関 連 保 証

再挑戦支援資金対象者のうち経済
産業省令で定める認定特定創業支
援事業により支援を受けて創業を
行う中小企業者

運転 個人・会社　　　　　０１，５００
※ただし、創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，０００、創業関連
保証・支援創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，５００ が限度

５ 年以内 徴求しない

設備 7 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

30 緊 急 経 済 対 策
特 別 支 援 資 金

特定中小企業者（※ 1）
又は

中 小 企 業 者
又は

経 営 力 強 化 保 証 を
利 用 す る 中 小 企 業 者

運転
個人・会社　　　　　０５，０００
組　　　合　　　　　１０，０００
※組合転貸の場合は、１ 組合員あ
たり １ 中小企業者の限度額

５ 年以内
（特定中小企業者等 7 年以内）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

借換
個人・会社　　　　　０8，０００
組　　　合　　　　　１６，０００
※組合転貸の場合は、１ 組合員あ
たり １ 中小企業者の限度額

１０ 年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

3１ 雇 用 促 進 支 援 資 金 認 定 中 小 企 業 者

運転 個人・会社　　　　　０５，０００
組　　　合　　　　　１０，０００
※組合転貸の場合は、１ 組合員あ
たり １ 中小企業者の限度額

５ 年以内
（チャレンジ企業支援資金

融資対象者 7 年以内）
必要に応じ徴求

設備
１０ 年以内

（チャレンジ企業支援資金
融資対象者 １２ 年以内）

必要に応じ徴求

3２ 建 設 産 業 新 分 野
進 出 等 支 援 資 金

認 定 中 小 企 業 者
又は

特定中小企業者（※ 1）

運転
個人・会社・組合　　０５，０００

５ 年以内 必要に応じ徴求

設備 7 年以内 必要に応じ徴求

33 災 害 関 連 対 策 資 金 災害等の発生の都度知事が定める

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

34 中 小 企 業 振 興 資 金
融 資 制 度 保 証 中　 小　 企　 業　 者 運転

設備
各市町の融資条件による

上限 ５００
各市町の

融資条件による
（最長 ５ 年）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

3５

中小企業緊急経営資金
融 資 制 度 保 証

（現在、八幡浜市・今治市・
新居浜市・西予市・四国中
央市のみ取扱）

中　 小　 企　 業　 者 運転

各市町の融資条件による
上限 １，０００

※ただし、中小企業振興資金融資制
度保証と合算して、１，０００ とする
なお、同保証との併用は不可

各市町の
融資条件による

（最長 ６ 年）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

3６
中小企業経営安定化
資 金 融 資 制 度 保 証

（現在、松山市・今治市のみ
取扱）

特定中小企業者（※ 1） 運転

各市町の融資条件による
上限 １，０００

※ただし、中小企業振興資金融資制度
保証および中小企業緊急経営資金融資
制度保証と合算して、１，０００ とする

各市町の
融資条件による

（最長 7 年）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

3７
中 小 企 業 季 節 資 金
融 資 制 度 保 証

（松山市・今治市・新居浜市
のみ取扱）

中　 小　 企　 業　 者 運転 各市町の融資条件による
上限 ３００

各市町の
融資条件による
（最長 ５ ヶ月）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

　③ 市町制度
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融資保証制度一覧

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

38
中 小 企 業 設 備 近 代 化
資 金 融 資 制 度 保 証

（松山市・今治市のみ取扱）
中　 小　 企　 業　 者 設備 各市町の融資条件による

上限 １，０００
各市町の

融資条件による
（最長 7 年）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

3９
小企業特別小口資金 
融 資 制 度 保 証

（今治市のみ取扱）
小 規 模 企 業 者 運転

設備
今治市の融資条件による

上限 ２００
今治市の

融資条件による
（最長 ５ 年）

徴求しない

徴求しない

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

40 公 害 防 止 保 証 中　 小　 企　 業　 者 設備
個人・会社　　　　　０５，０００

組　　　合　　　　　１０，０００
１５ 年以内

（特別 ２０ 年以内）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

4１ エネルギー対策保証 中　 小　 企　 業　 者 設備
個人・会社　　　　　２０，０００

組　　　合　　　　　４０，０００
１５ 年以内

（特別 ２０ 年以内）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

4２ 海 外 投 資 関 係 保 証 中　 小　 企　 業　 者
運転 個人・会社　　　　　２０，０００

組　　　合　　　　　４０，０００

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １５ 年以内
（特別 ２０ 年以内） 必要に応じ徴求

43 新 事 業 開 拓 保 証 認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　２０，０００

組　　　合　　　　　４０，０００

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １５ 年以内
（特別 ２０ 年以内） 必要に応じ徴求

44 経 営 安 定 関 連 保 証
（セーフティネット保証）

中小企業信用保険法第 ２ 条第
５ 項第 １ 号～ 8 号の認定を受
けた特定中小企業者

運転 個人・会社　　　　　２8，０００
組　　　合　　　　　４8，０００

（６ 号認定者）
個人・会社　　　　　３8，０００
組　　　合　　　　　４8，０００

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １５ 年以内
（特別 ２０ 年以内） 必要に応じ徴求

4５ 東 日 本 大 震 災
復 興 緊 急 保 証

東日本大震災により直接的に
被害を受けた中小企業者

運転
設備

個人・会社　　　　　２8，０００

組　　　合　　　　　４8，０００
１０ 年以内

必要に応じ徴求

原則として徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

4６ 創 業 等 関 連 保 証

創業等を行おうとする個人およ
び会社並びに創業等を行った個
人および会社で事業を開始（会社
を設立）した日以後 ５ 年を経過し
ていない中小企業者

運転
設備

　　　　　　　　　　０１，５００
※新規開業資金については、自己
資金額が限度

１０ 年以内
徴求しない

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

4７ 創 業 関 連 保 証

創業等を行おうとする個人およ
び会社並びに創業等を行った個
人および会社で事業を開始（会社
を設立）した日以後 ５ 年を経過し
ていない中小企業者

運転
設備

個人・会社　　　　　０１，０００
※ただし、創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，０００、創業関連
保証・支援創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，５００ が限度

１０ 年以内
徴求しない

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

48 支援創業関連保証
創業関連保証対象者のうち経
済産業省令で定める認定特定
創業支援事業により支援を受
けて創業を行う中小企業者

運転
設備

個人・会社　　　　　０１，５００
※ただし、創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，０００、創業関連
保証・支援創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，５００ が限度

１０ 年以内
徴求しない

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

4９ 再 挑 戦 支 援 保 証

過去に経営状況の悪化により事業を廃
業もしくは会社を解散した経験を有す
る者で、当該事業廃止の日もしくは会
社を解散した日から ５ 年を経過する前
に保証の委託を申し込みした者

運転
設備

個人・会社　　　　　０１，０００
※ただし、創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，０００、創業関連
保証・支援創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，５００ が限度

１０ 年以内
徴求しない

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

５0 支援創業関連保証
再挑戦支援保証対象者のうち経済
産業省令で定める認定特定創業支
援事業により支援を受けて創業を
行う中小企業者

運転
設備

個人・会社　　　　　０１，５００
※ただし、創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，０００、創業関連
保証・支援創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，５００ が限度

１０ 年以内
徴求しない

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

２．別 枠 保 証
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制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

中
堅
企
業（
破
綻
金
融
機
関
等
関
連
）特
別
保
証

５１
※ A
破綻金融機関等
関 連 特 別 保 証

認 定 中 堅 業 者
運転 会　　　社　　　　　５０，０００

※協調融資総額の 8 割を限度
とする

５ 年以内
徴求しない

（ただし、１０，０００ 万円
超の保証の際は必要）

設備 7 年以内 必要に応じ徴求

５２
※ B
破 綻 金 融 機 関 等
関連特別無担保保証

認 定 中 堅 業 者
運転 会　　　社　　　　　１０，０００

※協調融資総額の 8 割を限度
とする

５ 年以内 徴求しない

設備 7 年以内 必要に応じ徴求

５3 激 甚 災 害 保 証 被 災 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　２8，０００

組　　　合　　　　　４8，０００

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １５ 年以内
（特別 ２０ 年以内） 必要に応じ徴求

５4 労働力確保関連保証 認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　２8，０００

特 定 組 合　　　　　４8，０００

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １５ 年以内 必要に応じ徴求

５５ 中 小 小 売 商 業
関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者 設備

個人・会社　　　　　２8，０００

特 定 組 合　　　　　４8，０００
１５ 年以内

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

５６ 商 店 街 整 備 等
支 援 関 連 保 証

認 定 一 般 社 団 法 人
および

一 般 財 団 法 人
設備 一般社団法人および

一般財団法人　　　  ２8，０００ １５ 年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

５７ 伝 統 的 工 芸 品
支 援 関 連 保 証

認 定 一 般 社 団 法 人
および

一 般 財 団 法 人

運転
一般社団法人および
一般財団法人　　　  ２8，０００

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １５ 年以内
（特別 ２０ 年以内） 必要に応じ徴求

５8 地 域 伝 統 芸 能
等 関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者

運転 個人・会社　　　　　２8，０００

組　　　合　　　　　４8，０００

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １５ 年以内
（特別 ２０ 年以内） 必要に応じ徴求

５９ 流通業務総合効率化
関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者

運転 個人・会社　　　　　２8，０００

組　　　合　　　　　４8，０００

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １５ 年以内
（特別 ２０ 年以内） 必要に応じ徴求

６0 小 規 模 事 業 者
支 援 関 連 保 証

認 定 一 般 社 団 法 人
お よ び 一 般 財 団 法 人
又は特定非営利活動法人

運転 一般社団法人および
一般財団法人　　　  ２8，０００
特定非営利活動法人

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １５ 年以内
（特別 ２０ 年以内） 必要に応じ徴求

６１ 特 定 中 小 企 業 再 生
支 援 関 連 保 証 認 定 支 援 機 関

運転
商工会・都道府県商工
会連合会・商工会議所等　２8，０００

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １５ 年以内
（特別 ２０ 年以内） 必要に応じ徴求

６２
※ C
地 域 産 業 資 源
活 用 事 業 関 連 保 証

認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　２8，０００

（６０，０００）
組　　　合　　　　　４8，０００

（8０，０００）

５ 年以内 必要に応じ徴求

設備 7 年以内 必要に応じ徴求

６3
※ D
海外地域産業資源
活用事業関連保証

認 定 中 小 企 業 者
（ただし、海外において地域産業資源活用事
業〔需要の開拓に係るものに限る〕を実施
するものに限る）

運転 個人・会社　　　　　４０，０００

組　　　合　　　　　６０，０００

５ 年以内 必要に応じ徴求

設備 7 年以内 必要に応じ徴求

６4 地 域 産 業 集 積
関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者

運転 個人・会社　　　　　２8，０００

組　　　合　　　　　４8，０００

５ 年以内 必要に応じ徴求

設備 7 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

６５ 中 心 市 街 地 商 業 等
活 性 化 関 連 保 証

認 定 中 小 企 業 者
特 定 中 小 企 業 者
又は認定一般社団法人
お よ び 一 般 財 団 法 人

運転 個人・会社　　　　　２8，０００
※特定会社・一般社団法人および
一般財団法人を含む
組　　　合　　　　　４8，０００

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １５ 年以内
（特別 ２０ 年以内） 必要に応じ徴求

６６
中 心 市 街 地 商 業 等
活 性 化 支 援
関 連 保 証

特 定 中 小 企 業 者
又は認定一般社団法人
お よ び 一 般 財 団 法 人

運転 個人・会社　　　　　５６，０００
※特定会社・一般社団法人および
一般財団法人を含む

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １５ 年以内
（特別 ２０ 年以内） 必要に応じ徴求
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融資保証制度一覧

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

６７
※ E
特 定 新 技 術 事 業
活 動 関 連 保 証

中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　３０，０００

組　　　合　　　　　６０，０００

５ 年以内 必要に応じ徴求

設備 7 年以内 必要に応じ徴求

６8 ※ F
経 営 革 新 関 連 保 証 承 認 中 小 企 業 者

運転 個人・会社　　　　　２8，０００
（６０，０００）

組　　　合　　　　　４8，０００
（１２０，０００）

５ 年以内 必要に応じ徴求

設備 7 年以内 必要に応じ徴求

６９
※ G
異 分 野 連 携 新 事 業
分 野 開 拓 関 連 保 証

認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　２8，０００

（１００，０００）
組　　　合　　　　　４8，０００

（１４０，０００）

５ 年以内 必要に応じ徴求

設備 7 年以内 必要に応じ徴求

７0
※ H
周 辺 地 域 整 備
関 連 保 証

認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　２8，０００

（３０，０００）
組　　　合　　　　　４8，０００

（６０，０００）

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １５ 年以内
（特別 ２０ 年以内） 必要に応じ徴求

７１
※ I
中 小 企 業
特 定 社 債 保 証

下記のいずれかの条件を満たす中小企
業者（株式会社・特例有限会社・合名
会社・合資会社・合同会社）

（１）
総資産額 ５ 千万円以上 ３ 億円未満かつ

（自己資本比率 ２０％以上又は純資産倍率
２.０ 倍以上）かつ（使用総資本事業利益
率 １０％以上又はインタレスト・カバレッ
ジ・レーシオ ２.０ 倍以上）

（２）
総資産額 ３ 億円以上 ５ 億円未満かつ（自
己資本比率 ２０％以上又は純資産倍率 １.５
倍以上）かつ（使用総資本事業利益率
１０％以上又はインタレスト・カバレッ
ジ・レーシオ １.５ 倍以上）

（３）
総資産額 ５ 億円以上かつ（自己資本比
率 １５％以上又は純資産倍率 １.５ 倍以上）
かつ（使用総資本事業利益率 ５％以上又
はインタレスト・カバレッジ・レーシ
オ １.０ 倍以上）

運転

設備

会　　　社　　　　　４５，０００

一括支払契約保証の利用がない場合
※ただし、経営安定関連保証を除く
普通保証、無担保保証、中小企業特
定社債保証と合計で ５０，０００ 以内とす
る

一括支払契約保証の利用がある場合
※ただし、経営安定関連保証を除く
普通保証、無担保保証、中小企業特
定社債保証および一括支払契約保証
と合計で １００，０００ 以内とする

２ 年以上
7 年以内

（年単位）

徴求しない
（ただし、２０，０００ 万円
超の保証の際は必要）

徴求しない

７２
※ J
特 定 研 究 開 発 等
関 連 保 証

認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　２8，０００

（３０，０００）
組　　　合　　　　　４8，０００

（６０，０００）

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １５ 年以内
（特別 ２０ 年以内） 必要に応じ徴求

７3

※ K
流 動 資 産
担 保 融 資 保 証

（ＡＢＬ保証）

流動資産（売掛債権・棚卸資
産）を担保として借り入れを
行う中小企業者

運転
設備 個人・会社・組合　　２０，０００

根保証：１ 年間
（ 更新可 ）

個別保証：１ 年以内

売掛債権、棚卸資
産に限り徴求する

（ただし、棚卸資産は法
人のみが対象）

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

７4 ※ L
下 請 振 興 関 連 保 証

振 興 事 業 を 実 施 す る
中 小 企 業 者

運転
設備 個人・会社・組合　　２０，０００ １ 年以内

（ 更新可 ）

徴求する
（ただし、親事業者に対す
る売掛債権に限る）

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

７５ 事 業 再 生 保 証
（ＤＩＰ保証）

民事再生手続き又は会社更生手続
きを申し立てた中小企業者であっ
て、再生 / 更生計画認可後 ３ 年を
経過していない者

運転
設備 個人・会社・組合　　２０，０００ １０ 年以内

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

７６

※M
事 業 再 生 円 滑 化
関 連 保 証
（プレＤＩＰ保証）

特定認証紛争解決事業者（特定Ａ
ＤＲ）、中小企業基盤整備機構又
は中小企業再生支援協議会が関与
する私的整理手続中の中小企業者

運転
設備

（経済産業
省 令 で 定
め ら れ て
い る も の
に限る）

個人・会社　　　　　２8，０００

組　　　合　　　　　４8，０００
３ 年以内

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

７７
※ N
特定信用状関連保証

（ＬＣ保証）

スタンドバイ信用状による海
外現地資金調達を行う中小企
業者

事業の
振興に
必要な
資金

個人・会社・組合　　２０，０００ １ 年以内
必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）
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制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

７8
※ O
農 商 工 等 連 携
事 業 関 連 保 証

認定を受けた農商工等連携事
業計画に従って農商工等連携
事業を行う中小企業者

運転 個人・会社　　　　　２8，０００
（１００，０００）

組　　　合　　　　　４8，０００
（１４０，０００）

５ 年以内
必要に応じ徴求

（8，０００ 万円超は原則
担保徴求する）

設備 7 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

７９ 農 商 工 等 連 携
支 援 関 連 保 証

認定を受けた農商工等連携支
援事業計画に従って農商工等
連携支援事業を行う認定一般
社団法人および一般財団法人
又は特定非営利活動法人

運転
一般社団法人および
一般財団法人、　　   ２8，０００
特定非営利活動法人

５ 年以内
必要に応じ徴求

（8，０００ 万円超は原則
担保徴求する）

設備 7 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

80 経 営 承 継 関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者
（※組合、士法人は対象外）

運転
個人・会社　　　　　２8，０００

１０ 年以内 必要に応じ徴求

設備 １５ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

8１ ※ P
一 括 支 払 契 約 保 証 中 小 企 業 者 運転 個人・会社　　　　１００，０００ １ 年以内

（更新可）

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

8２ 中 小 企 業 承 継 事 業
再 生 関 連 保 証

産業競争力強化法第 １２１ 条に規定
する中小企業承継事業再生計画を
主務大臣に提出し、認定を受けた
承継事業者である中小企業者に限
る（ただし、認定中小企業承継事
業再生計画に従って設立される法
人を除く）

運転

設備

個人・会社　　　　　２8，０００

組　　　合　　　　　４8，０００
１０ 年以内

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

83 商 店 街 活 性 化
事 業 関 連 保 証

認定を受けた商店街活性化事業計
画に従って商店街活性化事業を実
施する商店街振興組合等（組合員、
所属員を含む）

運転
個人・会社　　　　　２8，０００

組　　　合　　　　　４8，０００

５ 年以内
必要に応じ徴求

（8，０００ 万円超は原則
担保徴求する）

設備 7 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

84 商 店 街 活 性 化
支 援 関 連 保 証

認定を受けた商店街活性化支援事
業計画に従って商店街活性化支援
事業を実施する認定商店街活性化
支援事業者

運転
一般社団法人および
一般財団法人、　　   ２8，０００
特定非営利活動法人

５ 年以内
必要に応じ徴求

（8，０００ 万円超は原則
担保徴求する）

設備 7 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

8５ 経 営 革 新 等
支 援 関 連 保 証

認定を受けて経営革新等支援業務
を実施する一般社団法人および一
般財団法人又は特定非営利活動法
人

運転
一般社団法人および
一般財団法人、　　   ２8，０００
特定非営利活動法人

５ 年以内
必要に応じ徴求

（8，０００ 万円超は原則
担保徴求する）

設備 7 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

8６ 情 報 提 供 支 援
関 連 保 証

認定を受けた認定情報提供機関の
うち、情報提供業務を実施する一
般社団法人又は一般財団法人

運転
一般社団法人および
一般財団法人　　　  ２8，０００

５ 年以内 必要に応じ徴求

設備 7 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

8７
※ Q
特 定 下 請 連 携
事 業 関 連 保 証

認定を受けた特定下請連携事
業計画に従って、特定下請連
携事業を行う特定下請事業者

運転 個人・会社　　　　　２8，０００
（４０，０００）

組　　　合　　　　　４8，０００
（６０，０００）

５ 年以内 必要に応じ徴求

設備 7 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

88
事 業 再 生 計 画
実 施 関 連 保 証
（経営改善サポート保証）

再生支援協議会等の中小企業支援
機関の指導又は助言を受けて作成
した再生計画等に従って事業再生
を実行中の中小企業者

運転
設備

（事業再生
計 画 の 実
施 に 必 要
な資金）

個人・会社　　　　　２8，０００

組　　　合　　　　　４8，０００
１５ 年以内

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）
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融資保証制度一覧

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

8９ 連 携 創 業 支 援
関 連 保 証

市町が策定し、主務大臣に認定を受け
た認定創業支援事業計画に従って市町
と連携し創業支援事業を実施する一般
社団法人および一般財団法人又は特定
非営利活動法人

運転 一般社団法人および
一般財団法人、　　   ２8，０００
特定非営利活動法人

５ 年以内 必要に応じ徴求

設備 7 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

９0 追 認 保 証 ※利用する各制度の取り扱いに準ずる
　ただし １，０００ 万円を限度とする

９１ 借 換 保 証 ※借換後の保証に対する制度の取り扱いに準ずる

（※１）｢特定中小企業者｣ とは、中小企業信用保険法第 ２ 条第 ５ 項（経営安定関連）１ ～ 8 号のいずれかの規定に基づき市町長の認定を受けた方のことです。

（注１）
１．普通保証、手形（でんさい）割引根保証、当座貸越（貸付専用型）根保証、経営力強化保証、経

営安定関連保証、東日本大震災復興緊急保証、激甚災害保証、労働力確保関連保証、中小小売商
業関連保証、商店街整備等支援関連特例、伝統的工芸品支援関連保証、地域伝統芸能等関連保証、
流通業務総合効率化関連保証、小規模事業者支援関連保証、特定中小企業再生支援関連保証、経
営革新関連保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証、周辺地域整備関連保証、特定研究開発等
関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、地域産業集積関連保証、中心市街地商業等活性化関
連保証、中心市街地商業等活性化支援関連保証（※）、事業再生円滑化関連保証、農商工等連携
事業関連保証、農商工等連携支援関連保証、経営承継関連保証、中小企業承継事業再生関連保証、
商店街活性化事業関連保証、商店街活性化支援関連保証、経営革新等支援関連保証、情報提供支
援関連保証、特定下請連携事業関連保証、事業再生計画実施関連保証、連携創業支援関連保証の
保証限度額には、個人・会社、組合又は一般社団法人および一般財団法人（対象中小企業者）と
も無担保保険に係わる保証限度額 8，０００ 万円（※の中心市街地商業等活性化支援関連保証につい
ては １６，０００ 万円）が含まれています。

２．一般保証の合計は、普通保険に係わる保証にあっては個人・会社 ２０，０００ 万円、組合 ４０，０００ 万円（無
担保保険に係わる保証にあっては、個人・会社、組合とも 8，０００ 万円）を超えることができません。

３．特別小口保険に係る保証を利用することができるのは、中小企業者のうち常時使用する従業員の
２０ 人（商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については ５ 人）以下の会社および個人
に限ります。なお、常時使用する従業員の数を業種ごとに政令で定める場合は、その政令で定め
る従業員数以下の会社および個人とします。

４．特別小口保険に係る保証は、無担保・無保証人ですが、他の保証を併用することはできません。

５．激甚災害保証と経営安定関連保証は、一般保証のほかに別枠の利用が可能ですが、合算で普通保
証 ２０，０００ 万円、無担保保証 8，０００ 万円（うち無担保保証人保証 １，２５０ 万円）の範囲内で取り扱
います。
また、別枠を利用した場合、激甚災害保証および経営安定関連保証と東日本大震災復興緊急保証
合算で普通保証 ４０，０００ 万円（組合の場合は 8０，０００ 万円）、無担保保証 １６，０００ 万円（うち無担保
保証人保証 ２，５００ 万円）、最大で ５６，０００ 万円（組合の場合は ９６，０００ 万円）が限度となります。

（注２）
　愛媛県中小企業振興資金融資制度保証については、融資限度額での取り扱いとなっており、その額
を保証限度額欄に表示しております。したがいまして部分保証方式を選択されている金融機関からの
責任共有対象保証の申し込みがあった場合の保証限度額は、表示されている金額に保証割合を乗じた
額になりますのでご留意下さい。

（注３）
１．※Ａ破綻金融機関等関連特別保証および※ B 破綻金融機関等関連特別無担保保証の取り扱いは、

平成 １０ 年 １２ 月 ２４ 日より「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特
例に関する臨時処置法」が終了する日までとなっております。この二制度については、同法
第 ２ 条第 ２ 項の規定に基づく県知事の認定書が必要です。

２．※Ｃ地域産業資源活用事業関連保証については、新事業開拓保険に該当する場合には別枠として、
新事業開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、周辺地域整備関連
保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証、特定研究開発等関連保証、農商工等連携事業関
連保証、特定下請連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他法
人 ４０，０００ 万円、組合 ６０，０００ 万円の利用ができます。
また、流動資産担保保険に該当する場合には、別枠として個人・会社・その他法人・組合と
もに ２０，０００ 万円の利用ができます。

３．※Ｄ海外地域産業資源活用事業関連保証については、海外投資関係保証および経営革新関連保証、
異分野連携新事業分野開拓関連保証、農商工等連携事業関連保証の海外投資関係保険に該当
する別枠を含み、個人・会社・その他法人 ４０，０００ 万円、組合 ６０，０００ 万円の利用ができます。

４．※Ｅ特定新技術事業活動関連保証については、新事業開拓保証ならびに経営革新関連保証、異分
野連携新事業分野開拓関連保証、周辺地域整備関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、
特定研究開発等関連保証、農商工等連携事業関連保証、特定下請連携事業関連保証の新事業
開拓保険に該当する別枠を含みます。

５．※Ｆ経営革新関連保証については、新事業開拓保険に該当する場合には別枠として、新事業開拓
保証および特定新技術事業活動関連保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証、周辺地域整
備関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、特定研究開発等関連保証、農商工等連携事業
関連保証、特定下請連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他
法人 ３０，０００ 万円、組合 ６０，０００ 万円の利用ができます。

また、海外投資関係保険に該当する場合には、別枠として海外投資関係保証および海外地域
産業資源活用事業関連保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証、農商工等連携事業関連保
証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他法人 ３０，０００ 万円、組合 ６０，０００ 万円
の利用ができます。

６．※Ｇ異分野連携新事業分野開拓関連保証の保証限度額については、以下のとおりとなります。
（新事業開拓保険に該当する場合）

別枠として、新事業開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、
周辺地域整備関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、特定研究開発等関連保証、農
商工等連携事業関連保証、特定下請連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、
個人・会社・その他法人 ４０，０００ 万円、組合 ６０，０００ 万円の利用ができます。

（海外投資関係保険に該当する場合）
別枠として海外投資関係保証および海外地域産業資源活用事業関連保証、経営革新関連
保証、農商工等連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他
法人 ４０，０００ 万円、組合 ６０，０００ 万円の利用ができます。

（流動資産担保保険に該当する場合）
別枠として個人・会社・その他法人・組合ともに ２０，０００ 万円の利用ができます。

７．※Ｈ周辺地域整備関連保証については、新事業開拓保険に該当する場合には別枠として、新事業
開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、異分野連携新事業分野開
拓関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、特定研究開発等関連保証、農商工等連携事業
関連保証、特定下請連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他
の法人 ３０，０００ 万円、組合 ６０，０００ 万円の利用ができます。

８．※Ｉ中小企業特定社債保証については、保証協会と金融機関の共同保証形式（ただし保証協会の
保証は割合は 8０％）となります。したがって、保証付私募債の発行価格は ５６，０００ 万円が限
度となります。

９．※Ｊ特定研究開発等関連保証については、新事業開拓保険に該当する場合は別枠として、新事業
開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、異分野連携新事業分野開
拓関連保証、周辺地域整備関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、農商工等連携事業関
連保証、特定下請連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他の
法人 ３０，０００ 万円、組合 ６０，０００ 万円の利用ができます。

１０．※Ｋ流動資産担保融資保証および※ L 下請振興関連保証については、保証協会の保証割合は
8０％となります。したがって、本保証での借入額は各 ２５，０００ 万円が限度となります。

１１．※Ｍ事業再生円滑化関連保証（特例小口保険利用の場合を除く）および※ N 特定信用状関連保
証については、保証協会の保証割合は 8０％となります。

１２．※Ｏ農商工等連携事業関連保証の保証限度額については、以下のとおりとなります。
（新事業開拓保険に該当する場合）

別枠として、新事業開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、
異分野連携新事業分野開拓関連保証、周辺地域整備関連保証、地域産業資源活用事業関
連保証、特定研究開発等関連保証、特定下請連携事業関連保証の同保険に該当する別枠
を含み、個人・会社・その他法人 ４０，０００ 万円、組合 ６０，０００ 万円の利用ができます。

（海外投資関係保険に該当する場合）
別枠として海外投資関係保証および海外地域産業資源活用事業関連保証、経営革新関連
保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・
その他法人 ４０，０００ 万円、組合 ６０，０００ 万円の利用ができます。

（流動資産担保保険に該当する場合）
別枠として個人・会社・その他法人・組合ともに ２０，０００ 万円の利用ができます。

１３．※Ｐ一括支払契約保証については、保証協会の保証割合は 7０％以下となります。したがって、
本保証での借入極度額は １４ 億 ２，8００ 万円が上限となります。

１４．※Ｑ特定下請連携事業関連保証については、新事業開拓保険に該当する場合には別枠として、新
事業開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、異分野連携新事業分
野開拓関連保証、周辺地域整備関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、特定研究開発等
関連保証、農商工等連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他
の法人 ４０，０００ 万円、組合 ６０，０００ 万円の利用ができます。
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信 用 保 証 料 率 表

区分 制　　　度　　　名

責任共有 責任共有保証料率・保証料率（責任共有外保証料率）

対　　象 対象外 第 １ 区分 第 ２ 区分 第 ３ 区分 第 ４ 区分 第 ５ 区分 第 ６ 区分 第 7 区分 第 8 区分 第 ９ 区分 中小企業会計
割 引 の 適 用

有 担 保 割 引
の 適 用

その他定性要
因割引の適用

部分保証

一
　
　
般
　
　
保
　
　
証
　
　
（
※
別
枠
保
証
併
用
制
度
も
含
む
）

一
般
保
証

1 普通保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
2 特別小口保証（無担保・無保証人） ○ 0.85 
3 小口保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
4 風俗営業飲食業保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
5 手形（でんさい）割引根保証 ○ 1.62 1.49 1.32 1.15 0.98 0.85 0.68 0.51 0.39 ○ ○
6 手形貸付根保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○

提
携
保
証

7 中小企業金融円滑化保証（スムーズ 8000）（注 8） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○
8 小口連携保証（トライアングル 1000） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
9 優良ランク保証（バリュー 5000） ○ ― ― ― ― ― 0.85 0.65 0.45 0.30 ○
10 優良ランク保証Ⅱ（グッド 3000） ○ ― ― ― ― ― 0.85 0.65 0.45 0.30 ○

全
国
統
一
保
証

11 事業者カードーローン当座貸越根保証 ○ 1.62 1.49 1.32 1.15 0.98 0.85 0.68 0.51 0.39 ○ ○
12 当座貸越（貸付専用型）根保証 ○ 1.62 1.49 1.32 1.15 0.98 0.85 0.68 0.51 0.39 ○ ○
13 長期経営資金保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
14 予約保証（注 7） ○ ― 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 ○ ○

15 小口零細企業保証　（注 3）
（下記以外） ○ 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50 ○
予約保証（注 7） ○ ― 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 ○

16 経営力強化保証（注 11）
○ 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 0.45 ○ ○

○ 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50 0.50 ○
17 経営者保証ガイドライン対応保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○

愛
　
　
媛
　
　
県
　
　
制
　
　
度

愛
媛
県
中
小
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業
振
興
資
金
融
資
制
度
保
証

経
営
安
定
資
金

18 一般資金 ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○ ○
19 建設産業短期資金 （下記以外） ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○ ○

特定中小企業者
（注 １０）

１ 号～ ６ 号 ○ 0.80 
7 号～ 8 号 ○ 0.70 

20 小口資金
（下記以外） ○ 1.40 1.26 1.12 0.98 0.80 0.80 0.75 0.55 0.35 ○ ○
特別小口保険利用 ○ 0.85 

21 短期資金 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○

22 小口零細企業資金
（下記以外） ○ 1.87 1.70 1.53 1.36 1.15 1.10 0.90 0.70 0.50 ○
２３ 経営指導特例 ○ 1.55 1.41 1.27 1.13 0.95 0.95 0.90 0.70 0.50 ○

24 チャレンジ企業支援資金 （下記以外） ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○ ○
制度保証要綱の融資対象者 １ に該当するもので
あって特例保険を利用する者 ○ 0.70 
海外投資関係保証を利用する者 ○ 1.00 ○

新事業創出支援資金

２５ 創業等関連資金 ○ 0.80 
２６ 創業関連資金（下記以外） ○ 0.80 

２7 支援創業関連保証 ○ 0.80 
２8 再挑戦支援資金（下記以外） ○ 0.80 

２９ 支援創業関連保証 ○ 0.80 
30 緊急経済対策特別支援資金 （下記以外） ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○ ○

特定中小企業者
（注 １０）

１ 号～ ６ 号 ○ 0.80 
7 号～ 8 号 ○ 0.70 

制度保証要綱の融資対象（7）に該当するものであっ
て責任共有対象の者 ○ 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 0.35 ○ ○
制度保証要綱の融資対象（7）に該当するものであっ
て責任共有対象外の者 ○ 1.70 1.53 1.36 1.15 1.10 0.90 0.70 0.50 0.50 ○

31 雇用促進支援資金 ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○ ○
32 建設産業新分野進出等支援資金（下記以外） ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○ ○

特定中小企業者
（注 １０）

１ 号～ ６ 号 ○ 0.80 
7 号～ 8 号 ○ 0.70 

33 災害関連対策資金 ○ 災害等の発生の都度知事が別に定めるところによる ― ―

市
町
村
制
度

34 中小企業振興資金融資制度保証 ○ 1.66 1.53 1.35 1.17 1.05 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
35 中小企業緊急経営資金融資制度保証 ○ 1.66 1.53 1.35 1.17 1.05 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○

36 中小企業経営安定化
資金融資制度保証

特定中小企業者
（注 １０）

１ 号～ ６ 号 ○ 0.80 
7 号～ 8 号 ○ 0.70 

37 中小企業季節資金融資制度保証 ○ 1.66 1.53 1.35 1.17 1.05 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
38 中小企業設備近代化資金融資制度保証 ○ 1.66 1.53 1.35 1.17 1.05 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
39 小企業特別小口資金融資制度保証 ○ 0.85 

別
　
　
枠
　
　
保
　
　
証

40 公害防止保証 ○ 1.00 ○
41 エネルギー対策保証 ○ 1.00 ○
42 海外投資関係保証 ○ 1.00 ○

43 新事業開拓保証
（下記以外） ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 

44 経営安定関連保証
（セーフティネット保証）

１ 号～ ６ 号 ○ 0.80 

7 号～ 8 号
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

45 東日本大震災復興緊急保証 ○ 0.80 
46 創業等関連保証 ○ 0.80 

47 創業関連保証
（下記以外） ○ 0.80 
４8　支援創業関連保証 ○ 0.80 

49 再挑戦支援保証
（下記以外） ○ 0.80 
５０　支援創業関連保証 ○ 0.80 

中堅企業 （ 破綻金融機関
等関連 ）特別保証

５１　破綻金融機関等関連特別保証 協調融資 ○ 0.75 
５２　破綻金融機関等関連特別無担保保証 協調融資 ○ 0.65 

53 激甚災害保証 ○ 0.80 

54 労働力確保関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

55 中小小売商業関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

56 商店街整備等支援関連保証 ○ 1.15 ○
57 伝統的工芸品支援関連保証 ○ 1.15 ○

58 地域伝統芸能等関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

59 流通業務総合効率化関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

（注）  赤色の保証制度は、責任共有制度対象外の保証制度（１００％保証）。青色の保証制度は、責任共有制度対象でかつ ｢部分保証｣（8０％保証）の保証制度を表しています。 （単位：年率％）

（平成 ２６ 年 １１ 月 １ 日現在）
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区分 制　　　度　　　名

責任共有 責任共有保証料率・保証料率（責任共有外保証料率）

対　　象 対象外 第 １ 区分 第 ２ 区分 第 ３ 区分 第 ４ 区分 第 ５ 区分 第 ６ 区分 第 7 区分 第 8 区分 第 ９ 区分 中小企業会計
割 引 の 適 用

有 担 保 割 引
の 適 用

その他定性要
因割引の適用

部分保証

別
　
　
　
　
　
　
　
枠
　
　
　
　
　
　
　
保
　
　
　
　
　
　
　
証

60 小規模事業者支援関連保証 ○ 1.15 ○
61 特定中小企業再生支援関連保証 ○ 1.15 ○

62 地域産業資源活用事業関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
流動資産担保保険利用 ○ 0.68 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 

63 海外地域産業資源活用事業関連保証 海外投資関係保険利用 ○ 1.00 ○

64 地域産業集積関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

65 中心市街地商業等活性化関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

66 中心市街地商業等活性化支援関連保証 ○ 0.70 

67 特定新技術事業活動関連保証
（下記以外） ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ５） ○ 1.30 

68 経営革新関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 
海外投資関係保険利用 ○ 1.00 ○

69 異分野連携新事業分野開拓関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
流動資産担保保険利用 ○ 0.68 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 
海外投資関係保険利用 ○ 1.00 ○

70 周辺地域整備関連保証

（下記以外） ○ 1.15 ○
特別小口保険利用 ○ 0.85 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 

71 中小企業特定社債保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○（注 ６）

72 特定研究開発等関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 

73 流動資産担保融資保証（ABL保証） ○ 0.68 
74 下請振興関連保証 ○ 0.56 
75 事業再生保証（ＤＩＰ保証） ○ 2.20 

76 事業再生円滑化関連保証
（プレＤＩＰ保証）

（下記以外） ○ 1.76 
特別小口保険利用 ○ 0.85 

77 特定信用状関連保証（ＬＣ保証） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○

78 農商工等連携事業関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
流動資産担保保険利用 ○ 0.68 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 
海外投資関係保険利用 ○ 1.00 ○

79 農商工等連携支援関連保証 ○ 1.15 ○

80 経営承継関連保証
（下記以外） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
特別小口保険利用 ○ 0.85 

81 一括支払契約保証（注 9） ○ 1.54 1.40 1.26 1.12 0.95 0.77 0.63 0.49 0.35 ○

82 中小企業承継事業再生関連保証
（下記以外） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
特別小口保険利用 ○ 0.85 

83 商店街活性化事業関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

84 商店街活性化支援関連保証 ○ 1.15 ○
85 経営革新等支援関連保証 ○ 1.15 ○
86 情報提供支援関連保証 ○ 1.15 ○

87 特定下請連携事業関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 

88 事業再生計画実施関連保証
（経営改善サポート保証）（注 11）

○ 0.70 
（下記以外） ○ 0.80 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

89 連携創業支援関連保証 ○ 1.15 ○

90 追認保証（注 1） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○

91 借換保証（注 2） △ △ △ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 △ △

【補足説明】
（１）責任共有制度の対象となる制度区分の保証料率（「責任共有保証料率」という）は、保証委託額に対して計算される保証料を貸付金額に対する率で表示したもの。

責任共有制度の対象外となる制度区分の保証料率（「保証料率」という）は、保証委託額に対する率。
（２）第 １ 区分から第 ９ 区分までの区分は、中小企業信用保険法施行令（昭和 ２５ 年政令第 ３５０ 号）第 ２ 条の規定に基づき、中小企業者の財務内容その他の経営の状況を勘案して経済産業省令で定められている保険料率の区分とする。

保証料弾力化に係る保証制度については、リスク計測モデル（ＣＲＤモデル）により、制度毎に第 １ 区分～第 ９ 区分の範囲で料率を判定、これに定性情報を加味して実際に適用する保証料率を決定する。
なお、区分対応する保証において、次のいずれかに該当する事業者については、第 ５ 区分 ( 経営力強化保証は第 ４ 区分 ) の保証料率に定性情報を加味して料率を決定する。
①個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表および損益計算書を作成する義務を課せられていない事業者であって貸借対照表および損益計算書がないもの
②事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表および損益計算書がない事業者
③金融機関からの借入れ（当該保険関係に係るものに限る。）に係る連帯債務を負担する事業者

（３）有担保割引の適用欄が「○」の保証制度は、保証協会所定の担保の提供がある場合、表示の料率から ０.１０％引き下げる。
（４）一括支払契約保証を除く保証制度で会計参与を設置していることが確認できる場合、又は、中小企業会計割引の適用欄が「○」の保証制度で、「中小企業の会計に関する基本要領」の適用状況を確認できる場合、表示の料率から ０.１０％

引き下げる。

（注 １ ）利用する各保証制度の取り扱いに準ずる。ただし １，０００ 万円を限度とする。
（注 ２ ）借換保証は、利用する各保証制度に定める料率による（割引・割増の有無含む）。
（注 ３ ）「小口零細企業保証制度」は、利用する保証制度（部分保証制度に限定された保険種別以外はすべての保険種別＜保険特例含む＞の利用が可能である。また、当座貸越根保証、手形（でんさい）割引根保証等の根保証形式の保証

は利用できない）に定める料率による。
（注 ４ ）「新事業開拓保険」を利用のものであって、担保（保証人の保証を除く。）を提供させない保証であり、かつその合計額が ５，０００ 万円以下の場合の料率である。
（注 ５ ）「新事業開拓保険」の利用のものであって、担保および保証人（法人代表者の保証を除く）を提供させない保証であって、その合計額が ２，０００ 万円以下の場合の料率である。
（注 ６ ）協会独自割引として、「経営者」、「経営環境」、「経営基盤」の ３ 項目についての定性評価を行い評価に応じて ０.０９％から ０.２４％表示利率より引き下げる。ただし、最高割引料率の限度あり。
（注 7 ）「予約保証」については、第 １ 区分該当者は対象外。
（注 8 ）「中小企業金融円滑化保証」は、愛媛県中小企業振興資金融資制度保証、経営安定関連保証を併用する場合は各保証に定める料率による。
（注 ９ ）「一括支払契約保証」については、保証割合が 7０％以下となります。なお、保証料率は保証割合 7０％の場合を例として掲載しております。
（注 １０）｢特定中小企業者｣ とは、中小企業信用保険法第 ２ 条第 ５ 項（経営安定関連）１ ～ 8 号のいずれかの規定に基づき市町長の認定を受けた方のことです。
（注 １１）「経営力強化保証」「事業再生計画実施関連保証」については、責任共有制度の対象外となる保証付き既往借入金（平成 １９ 年 ９ 月 ３０ 日以前に保証協会が申し込み受付した保証であって保証割合が １００％の保証を含む。）を本制度

で借り換える場合（保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。）は、責任共有制度の対象外となります。
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平成 ２１ 年 １１ 月 １ 日より保証協会団体信用生命保険制度の取扱いをしております！

� 保証協会団体信用生命保険とは
　保証協会団体信用生命保険（以下、保証協会団信）とは、信用保証協会の保証付で金融機関から借入を行っ
たお客様が、その全額を返済されないうちに、死亡もしくは所定の高度障がい状態となった場合に、一般社
団法人全国信用保証協会連合会（以下、連合会）が生命保険会社から受け取る保険金（＊）をもとに、加入
している借入口について、金融機関に対する債務を弁済する制度です。
　これにより、事業の維持安定が可能になるとともに、ご家族の皆様の安心を図ることができます。

（＊保証協会団信は連合会が生命保険会社と契約します。お客様は連合会と債務弁済委託契約を締結していただきます。）

『保証協会団信』のお知らせ

今月の保証協会団信実績（平成 26 年 9 月）

愛媛県信用保証協会は、中小企業の皆様への「プラスワンサービス」として保証協会団信の取扱いを
開始しました。なお、保証協会団信への加入は中小企業者の皆様の任意であり、保証の諾否・金額査定
には全く関係ありません。

� 保証協会団信加入状況
　保証協会団信の平成 ２６ 年 ９ 月末時点の加入状況は下記の通りです。（生保会社査定後承諾済ベース）

 〈金融機関別〉

９ 月件数 ９ 月融資額 累計件数 累計金額 平均融資額 平均年齢

１１ 件 7，１４５ 万円 77０ 件 ５8６，7０7 万円 7６２ 万円 ５２.０ 歳

金融機関名 ９月件数（件） ９月融資額（万円） 累計件数（件） 累計金額（万円） 

伊 予 銀 行 ４ ２，２５０ ２２６ １９５，１１8

四 国 銀 行 ── ── 8 １１，7４５

百十四銀行 １ ３，４００ １０ １５，7００

阿 波 銀 行 ── ── １ ５００

広 島 銀 行 ── ── 8 7，１7０

愛 媛 銀 行 ２ ６５０ ２２8 １8３，６8５

香 川 銀 行 ── ── １２ １４，7６０

高 知 銀 行 ── ── １8 １３，１４7

徳 島 銀 行 ── ── ３ １，９９０

愛 媛 信 金 ２ ４４５ １６９ 88，４8５

東 予 信 金 ── ── ４６ ２7，９8０

川之江信金 ── ── １９ １６，９６7

宇和島信金 ２ ４００ ２２ ９，４６０

合　　計 １１ 7，１４５ 77０ ５8６，7０7
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愛媛巨人列伝20 新田長次郎（東洋のベルト王）

東西約50㎞の日本一細長い佐田岬半島。
四国最西端の岬には高さ18mの白い灯台
が目印。見晴らしが良く、天気のいい日には
九州の佐賀関も見えます。瀬戸内海国立
公園の一部です。
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『保証協会団信』お知らせ

表紙写真／佐田岬（伊方町）
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◇金額別・期間別・使途別保証状況
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保証状況

当協会ホームページのご案内 愛媛県信用
クリック

お知らせ（更新・新着情報）

保証の概況　平成26年10月を掲載しました。2014年11月 5日



〒792-0025
新居浜市一宮町2丁目4番8号　新居浜商工会館2階
保証課　TEL 0897-33-8282　FAX 0897-33-8284
管理課　TEL 0897-33-8292　FAX 0897-33-8293

〒790-8651　愛媛県松山市一番町4丁目1番地2　中小企業会館1～3階

■松山事業部／保証一課・保証二課・管理課
　　　　　　　　　　　　　　TEL 089-931-2118　　FAX 089-931-2174
　　　　　　　
■総　務　部／総　務　課　　TEL 089-931-2111㈹　FAX 089-931-2107
　　　　　　　電　算　課　　TEL 089-931-2115　　FAX 089-931-2170
■業務統括部／経営支援室　　TEL 089-931-2116　　FAX 089-931-1026
　　　　　　　保証企画課　　TEL 089-931-2114　　FAX 089-931-2107
　　　　　　　管理推進課　　TEL 089-931-2117　　FAX 089-931-2107
■監　査　室　　　　　　　　TEL 089-931-2180　　FAX 089-931-1026

〒796-8691
八幡浜市1590番地22　八幡浜商工会館4階
TEL 0894-22-2003　FAX 0894-22-3137

〒794-0042
今治市旭町2丁目3番地20　今治商工会議所ビル4階
TEL 0898-23-0170　FAX 0898-23-0758

〒798-0040
宇和島市中央町1丁目9番10号　愛媛新聞ビル5階
TEL 0895-22-6556　FAX 0895-22-6583

業務区域 新居浜市・西条市・四国中央市

業務区域 今治市・上島町

業務区域 八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町

業務区域 松山市・東温市・伊予市・久万高原町・砥部町・松前町

業務区域 宇和島市・鬼北町・松野町・愛南町

本所

新居浜支所

今治支所

八幡浜支所

宇和島支所
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